
Title アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準（１）

Author(s) 浅利, 祐一; ASARI, Yuichi

Citation 北大法学論集, 36(4), 133-171

Issue Date 1986-03-01

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/16507

Type departmental bulletin paper

File Information 36(4)_p133-171.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所
判
例
に

お
け
る
死
刑
の
違
憲
審
査
基
準
(
一
)

日
]

序第
一
章

次残
虐
・
異
常
な
刑
罰
と
死
刑

ー
司
ロ
コ
ロ
自
判
決
以
前
の
連
邦
最
高
裁
判
例
を
中
心
と
し
て

第
一
節
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
と
死
刑
執
行
方
法

第
一
款
判
例
の
紹
介
|
拷
問
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

第
二
款
現
代
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
死
刑
執
行
方
法
の
検
討

第
二
節
発
展
す
る
節
度
の
基
準

第
一
款
判
例
の
紹
介

第
二
款
発
展
す
る
節
度
の
基
準
の
検
討

第
三
節
過
度
な
刑
罰
の
禁
止

浅

手IJ

十右

北法36(4・133)1371



料

第
一
款
判
例
の
紹
介

第
二
款
過
度
な
刑
罰
の
禁
止
の
検
討

第
四
節
手
続
的
保
障

第
二
章

2
5
8判
決
か
ら
の
Z
問
問
判
決
へ

死
刑
そ
の
も
の
の
違
憲
性
の
問
題

司馬

g
B判
決(以
上

資

第
一
節

本
号
)

序

日
本
国
憲
法
第
三
六
条
は
「
公
務
員
に
よ
る
拷
問
及
び
残
虐
な
刑
罰

は
、
絶
対
に
こ
れ
を
禁
ず
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

死
刑
が
こ
の
規
定
に
違
反
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
件
で
わ
が
国

の
最
高
裁
判
所
は
、
刑
罰
と
し
て
の
死
刑
そ
の
も
の
は
憲
法
の
禁
止
す

る
残
虐
刑
に
あ
た
ら
な
い
が
、
そ
の
執
行
方
法
が
「
時
代
と
環
境
と
に

お
い
て
人
道
上
の
見
地
か
ら
一
般
に
残
虐
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
」
に
は
憲
法
第
三
六
条
に
違
反
す
る
と
の
判
断
を
下
し
た
。

し
か
し
、
同
時
に
最
高
裁
は
「
死
刑
は
、
ま
さ
に
あ
ら
ゆ
る
刑
罰
の

う
ち
で
最
も
冷
厳
な
刑
罰
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
や
む
を
得
ざ
る
に
出
ず

る
窮
極
の
刑
罰
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
死
刑

そ
の
も
の
が
憲
法
の
禁
止
す
る
残
虐
刑
に
あ
た
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ

の
適
用
は
決
し
て
懇
意
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
き
わ
め
て
慎
重
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
い
か
な
る

場
合
に
死
刑
の
適
用
が
許
さ
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
は
、
従
来
、
主
と

(2) 

し
て
刑
法
学
の
分
野
に
お
い
て
研
究
さ
れ
て
き
た
が
、
憲
法
学
上
も
冒

頭
に
引
い
た
憲
法
第
三
六
条
、
そ
の
他
の
条
項
に
て
ら
し
て
十
分
検
討

(3) 

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
に
も
と
づ
く
研
究
の
た
め
の
、
い
わ

ば
序
説
的
検
討
と
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
を

考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
。

連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
は
、

一
九
七
二
年
に
、
死
刑
の
適
用
が
「
残

北法36(4・134)1372 



アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(1)

虐
・
異
常
な
」
刑
罰
を
禁
止
す
る
第
八
修
正
に
違
反
す
る
と
い
う
判
決

が
下
さ
札
出
。
こ
れ
が
司

2
5田
口
判
決
で
あ
る
。
合
衆
国
で
は
こ
の
違

憲
判
決
を
め
ぐ
っ
て
各
州
が
死
刑
法
律
を
廃
止
・
改
正
し
、
連
邦
最
高

裁
内
で
も
各
判
事
の
意
見
が
対
立
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
死
刑

の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
。

h
u
か
し
、
連
邦
最
高
裁
は
明

R
S白
ロ
判

決
の
四
年
後
に
、
死
刑
そ
の
も
の
は
合
憲
で
あ
(
引
、
と
し
て
死
刑
に
関

す
る
憲
法
問
題
は
一
応
の
解
決
を
見
る
に
至
っ
た
。
こ
の

PM吋
5
2判

決
は
「
各
州
に
死
刑
法
律
の
再
考
と
よ
り
正
確
な
定
義
を
う
な
が
し
た
、

と
い
う
点
で
有
益
で
あ
っ
〈
日
」
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
こ
の
ヲ
肖
ヨ
白
ロ
判
決
を
中
心
に
そ
の
前
後
の
連
邦
最
高

裁
判
例
を
紹
介
・
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
日
ヨ
白
コ
判
決
は
い
か
な

る
法
理
に
も
と
づ
き
死
刑
を
違
憲
と
し
た
の
か
、
そ
の
法
理
は
い
か
に

し
て
確
立
さ
れ
た
の
か
、
明
，

R
B田
口
判
決
の
下
で
許
さ
れ
る
死
刑
法
律
と

は
い
か
な
る
も
の
か
、
を
考
察
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
考
察
を
通
し

て
、
連
邦
最
高
裁
判
例
上
の
死
刑
に
関
す
る
違
憲
審
査
の
あ
り
方
を
明

ら
か
に
し
て
い
く
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

冒
頭
に
引
い
た
日
本
国
憲
法
第
三
六
条
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
憲

法
第
八
修
正
に
由
来
す
る
と
さ
れ
て
お
目
、
連
邦
最
高
裁
に
お
け
る
死

刑
に
関
す
る
違
憲
審
査
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
決
し
て
無

益
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

(1)

最
大
判
昭
和
二
三
年
三
月
一
二
臼
(
刑
集
二
巻
三
号
一
九
二
頁
)
。
第

一
章
注
(
却
)
参
照
。

(
2
)

死
刑
と
無
期
懲
役
刑
と
の
量
刑
上
の
限
界
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
参

照
加
藤
松
次
「
死
刑
・
無
期
量
刑
選
択
の
変
化
!
判
決
の
傾
向
」
ジ
ユ

リ
ス
ト
七
九
八
号
(
一
九
八
三
)
二

O
頁
、
前
田
俊
郎
「
死
刑
適
用
の
先

例
的
基
準
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
三
巻
一

O
号
ご
九
七

O
)
二
五
頁
、
同

「
死
刑
適
用
基
準
の
検
討
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
四
巻
三
号
二
九
七
二

三
八
頁
、
同
「
死
刑
の
適
用
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
四

巻
六
号
(
一
九
七
二
三
三
貰
、
同
「
死
刑
と
無
期
懲
役
の
分
水
嶺
」
ジ

ュ
リ
ス
ト
七
八
七
号
(
一
九
八
三
)
三
七
頁
。

死
刑
の
適
用
の
一
般
的
基
準
に
つ
い
て
最
高
裁
は
「
死
刑
制
度
を
存
置

す
る
現
行
法
制
の
下
で
は
、
犯
行
の
罪
質
、
動
機
、
態
様
こ
と
に
殺
害
の

手
段
方
法
の
執
効
性
・
残
虐
性
・
結
果
の
重
大
性
こ
と
に
殺
害
さ
れ
た
被

害
者
の
数
、
遺
族
の
被
害
感
情
、
社
会
的
影
響
、
犯
人
の
年
齢
、
前
科
、

犯
行
後
の
情
状
等
各
般
の
情
状
を
併
せ
考
察
し
た
と
き
、
そ
の
罪
責
が
誠

に
重
大
で
あ
っ
て
、
罪
刑
の
均
衡
の
見
地
か
ら
も
一
般
予
防
の
見
地
か
ら

も
極
刑
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
死
刑
の
選
択
も
許

さ
れ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
永
山
連
続
射
殺
事
件
上
告
審

判
決
|
最
二
判
昭
和
五
八
年
七
月
八
日
・
刑
集
三
七
巻
六
号
六
O
九
頁
)

と
述
べ
て
い
る
。
右
判
決
の
評
釈
も
死
刑
の
適
用
基
準
に
論
及
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
参
照
夏
目
文
雄
判
例
評
論
三

O
五
号
二
九
八
四
)
二

O
四
頁
、
松
尾
浩
也
「
『
連
続
射
殺
事
件
』
最
高
裁
判
決
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ

ュ
リ
ス
ト
七
九
八
号
二
九
八
三
)
一
二
頁
、
同
「
死
刑
選
択
の
基
準
」

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
二
号
(
一
九
八
四
)
一
二

O
頁
、
西
原
春
夫
「
死
刑

北法36(4・135)1373



制
度
を
考
え
る
」
法
学
教
室
三
八
号
(
一
九
八
三
)
八
四
頁
、
柳
俊
夫
「
永

山
最
高
裁
判
決
ー
そ
の
経
緯
と
概
要
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
三
六
巻
一

O
号(一

九
八
三
)
四
頁
。
木
下
貴
司
「
永
山
最
高
裁
判
決
の
意
義
」
法
律
の
ひ
ろ

ば
三
六
巻
一

O
号
二
九
八
三
)
一
一
一
一
貝
、
墨
谷
葵
「
死
刑
選
択
の
許
さ

れ
る
基
準
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
一
五
号
(
一
九
八
四
)
一
五
二
頁
、
大
谷
実

1
宮
沢
浩
一
(
対
談
)
「
永
山
事
件
最
高
裁
判
決
と
死
刑
制
度
」
法
学
セ
ミ

ナ
ー
三
四
五
号
二
九
八
三
)
一
六
頁
。

な
お
、
死
刑
制
度
一
般
、
あ
る
い
は
存
廃
論
に
関
し
て
多
く
の
論
稿
が

あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
近
時
の
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば

参
照
辻
本
義
国
力
『
史
料
日
本
の
死
刑
廃
止
論
』
(
成
文
堂
一
九
八

三
)
、
斉
藤
静
敬
『
新
版
死
刑
再
考
論
』
(
成
文
堂
一
九
八

O
)
、
勢
藤

修
三
『
死
刑
の
考
現
学
』
(
三
省
堂
一
九
八
三
)
、
三
原
憲
三
『
現
代
に

死
刑
は
必
要
か
』
(
第
三
文
明
社
一
九
八

O
)
、
死
刑
廃
止
を
す
す
め
る

つ
ど
い
編
『
死
刑
廃
止
宣
言
」
合
一
二
書
一
房
一
一
九
八

O
)
、
ジ
ュ
リ
ス
ト

七
九
八
号
・
特
集
「
死
刑
制
度
の
あ
り
方
」
(
一
九
八
三
)
、
自
由
と
正
義

三
三
巻
一
二
号
・
特
集
「
死
刑
制
度
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
(
一
九
八
二
)
。

(
3
)

死
刑
の
問
題
を
扱
っ
た
憲
法
学
上
の
文
献
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
参

照
鵜
飼
信
成
「
死
刑
の
違
憲
性
」
(
同
「
司
法
審
査
と
人
権
の
法
理
』
(
有

斐
閣
一
九
八
四
)
一
二
八
頁
)
。

(
4
)
司
ロ
「
ヨ
白
ロ
ぐ
の
巾
O
「岡山
P

A

C
∞
巴
・
∞

-Nω
∞
合
唱
吋
M
)
・

(5)
の
吋
巾
問
問
〈
・
の
巾
O
吋
同

gw
品一川∞

C
ω
・

5
ω
(
s
a
)・

(6)
∞
丹
市
℃
}
回
巾
ロ
の
ロ

Z
3・
U町
内
乱
、
刊
誌

h
Fで
b
q
b
H
.
a
-
H
M申

C
Z【
ぐ
何
回
目
-
↓

4

。
司
勺
開

Z
Z印
J

「
円
〈
〉

Z
H〉
戸
'
月
間
〈
・

Y

N
∞
日
申
(
同
申
∞
C
)
・

た
と
え
ば
参
照
宮
沢
俊
義
著
・
芦
部
信
喜
補
訂
『
全
訂

料資

7 

日
本
国

憲
法
』
(
日
本
評
論
社
一
九
七
八
三
二

O
頁
、
佐
藤
幸
冶
『
憲
法
』
(
青

林
書
院
新
社
一
九
八
二
四

O
五
頁
。

北法36(4・136)1374

第
一
章

残
虐
・
異
常
な
刑
罰
と
死
刑

|
|
匂

R
B白
ロ
判
決
以
前
の
連
邦
最
高
裁
の
判
例
を

中
心
と
し
て

残
虐
に
し
て
異
常
な
刑
罰
(
門

E巾
J
E
5己的
E
}
U
E
Z
5
2
3

と
い
う
こ
と
ば
が
英
米
で
最
初
に
使
わ
れ
た
の
は
一
六
八
九
年
の
イ
ギ

リ
ス
権
利
章
典
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
{
れ
。
ア
メ
リ
カ
で
は
一
七
七
六

(2) 

年
の
ヴ
ァ
!
ジ
ニ
ア
権
利
宣
言
九
条
、
そ
の
後
一
七
九
一
年
に
、
一

O

カ
条
か
ら
な
る
連
邦
憲
法
修
正
条
項
の
う
ち
第
八
修
正
と
し
て
連
邦
憲

法
に
加
え
ら
れ
目
。
制
定
時
憲
法
制
定
者
は
こ
の
条
項
を
一
定
の
執
行

方
法
、
す
な
わ
ち
イ
ギ
リ
ス
・
ス
チ
ュ
ワ
|
ト
王
朝
で
用
い
ら
れ
て
き

た
拷
問
の
よ
う
な
刑
罰
、
を
禁
止
す
る
条
項
と
解
し
て
き
た
よ
う
で
あ

(4) 
る。
連
邦
最
高
裁
も
第
八
修
正
は
拷
問
等
の
極
端
な
苦
痛
を
伴
う
刑
罰
を

一
般
的
に
禁
止
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
き
た
。
事
実
、
連
邦
最
高

裁
判
例
上
死
刑
そ
の
も
の
が
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
に
あ
た
る
と
し
た
も

の
は
一
件
も
な
く
、
死
刑
事
件
に
関
し
て
は
そ
の
執
行
方
法
が
、
残
虐
・



アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(1)

異
常
か
と
い
う
点
が
違
憲
審
査
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
他
方
、
非
死

刑
事
件
に
お
い
て
は
第
八
修
正
は
よ
り
弾
力
的
に
解
さ
れ
、
肉
体
的
苦

痛
を
伴
わ
な
い
刑
罰
も
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
に
あ
た
る
場
合
の
あ
る
こ

と
を
示
し
て
き
た
。

。
同
三
円
こ
・
宍
白
石
は
、
連
邦
最
高
裁
の
第
八
修
正
に
関
す
る
判
例
は
以

下
の
三
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
ま
ず
第
一
期
は

第
八
修
正
の
適
用
は
限
定
的
で
あ
り
、
主
と
し
て
拷
問
そ
の
他
の
野
蛮

な
残
虐
刑
に
対
す
る
禁
止
条
項
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
特

徴
が
あ
る
。
こ
の
時
期
は
第
八
修
正
は
連
邦
政
府
に
対
し
て
の
み
適
用

さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
今
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
始
ま

る
第
二
期
に
お
い
て
は
第
八
修
正
は
よ
り
柔
軟
に
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
第
一
期
の
拷
問
に
対
す
る
禁
止
と
い
う
違
憲
審
査
に
代
り
、
「
発

展
的
節
度
基
準
」
に
て
ら
し
て
刑
罰
の
違
憲
性
を
審
査
す
る
と
い
う
手

法
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
時
に
犯
罪
に
対
し
て
極
め
て
不

均
衡
な
刑
罰
も
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
と
の
判
断
も
下
さ
れ
た
。
ま
た
こ

の
時
期
に
「
編
入
理
論
」
が
導
入
さ
れ
第
八
修
正
は
第
一
四
修
正
を
通

し
て
州
に
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
後
の
第
三
一
期
は
一
九
七

二
年
の
ヲ
】
吋
吉
田
口
判
決
に
始
ま
る
。
こ
の
時
期
の
特
徴
は
第
八
修
正
の

禁
止
が
手
続
的
内
容
に
及
ぶ
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

本
章
で
は
右
の
町
内
向
日
)
の
分
析
に
よ
る
最
高
裁
判
例
理
論
の
推
移
を
参

照
し
つ
つ
、
明
日
ヨ
出
口
判
決
以
前
に
最
高
裁
の
と
っ
た
第
八
修
正
に
関
す

る
三
つ
の
違
憲
審
査
の
手
法
、
す
な
わ
ち
①
拷
問
も
し
く
は
そ
れ
に
類

似
す
る
残
虐
刑
の
禁
止
(
第
一
節
)
、
②
発
展
的
節
度
基
準
(
第
二
節
)
、

③
過
度
な
刑
罰
の
禁
止
(
第
三
節
)
を
順
次
紹
介
・
検
討
し
、
併
わ
せ

て
死
刑
事
件
に
お
け
る
手
続
的
保
障
に
関
す
る
判
例
を
紹
介
し
て
い
き

た
い
(
第
四
節
)

0
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』om巾
喜
同
∞

g
者
門
守
待
問
c
Z
2
』
ω包門
N
E
E
-
M
Z』日町内添門町民。

巴

2
h
a
q
¥
h
b
n
同同町
p
h
p
h
S
町
詰
民
主
H
h
ミ
・
、
与
占
苫
h
k

、
v

』、
u
ミ凡&担包白ミ~己」¥、門内リ
3ミ‘町ミ
~
 

白ミ噂芯さ悼芝ミR札凡

q芯さN

同
権
利
且
章
早
血
典
(
に
は
「
不
法
で
残
虐
な
刑
罰
」
(
-
己
三
]
コ
一
芯
巾
品
拘
白
包
-
白
自
コ
【
己
凶
門

E
巾巳-ご-吉)=cEロ巳

-

ω各y
ヨ
g
門z豆印ε)
と
い
う
文
言
が
み
‘
ら
り
れ
る
。
高
木
八
尺
ほ
か
編
「
人
権
宣
言
集
』

(
岩
波
文
庫
)
八
一
頁
参
照
。

(
2
)

ヴ
7
1
ジ
ニ
ア
権
利
宣
言
九
条
は
「
過
大
な
額
の
保
釈
金
を
要
求
し

ま
た
は
過
重
な
刑
罰
を
科
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
残
虐
で
異
常
な

刑
罰
を
科
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
(
高
木
ほ
か
編
、
前
掲

童
百
一
一
一
頁
)
。
こ
の
よ
う
に
ヴ

7
1
ジ
ニ
ア
権
利
宣
言
九
条
は
一
六
八
九

年
の
権
利
章
典
の
逐
語
的
な
コ
ピ
ー
で
あ
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

〉
丘
町
。
『
弓
喝
の

E
R
R
F
2宅
内
道
ミ

gn同
q
g
g白~、
N
h
苫
札
F
F
遺
言
な

営
、
凡
町
内
m
n
N
・
吋
P

向。コ
W
S白
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ミ
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白
司

Sh-
日
吋
円
い
〉
ロ
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)
回
目

L
Z
F
-
H
N何
〈

∞

ω山
Y

∞
品
号
(
]
{
由
自
由
)
'

(3)

第
八
修
正
の
制
定
の
際
に
議
会
で
は
ほ
と
ん
ど
異
論
が
な
か
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る

o
g
2
5凹
〈

'
C
E
Z仏
辺
三

g
・
旧
日
叶
己

ω
ω
S
.
8∞
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円
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同
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h
H
H
h
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同司、吋∞)

(6)

第
八
修
正
が
州
に
対
し
て
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
判
示
し
た
最
初
の

判
例
は
同
諸
活
穴
巾
H
U
E
-
q
L
8
c・
ω・
会
出
会
話
。
)
で
あ
る
。
〉
円
仲

}MR
』

。。
E
V
R同
除
〉
]
白
ロ
冨
-
U
R田
町
。
三
円
N
-
U
R
E
3
.
s
h
H
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ω
-
H
吋∞
hp
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ロ-臼

(
H
S
C
)
(
以
下
単
に
の
。
互
角
間
-
S
K
V
送
と
し
て
引
用
す
る
)
そ
の

後
も
連
邦
最
高
裁
は
第
八
修
正
が
州
に
対
し
て
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
こ

と
を
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
。

ω
R
ぬ-
h
・
0
・2
ω
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4〈
〈

q
E
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E
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・ω
ω
N
ω
・
ω
ω
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∞
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詳
し
く
は
第

一
章
第
二
節
参
照
。

(8)

前
掲
・
注

(
6
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
は
当
初
、
修
正
条

項
は
州
に
適
用
さ
れ
な
い
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
が
、
こ
の
「
編
入
理

論

(
5
2弓
ミ
白
色
。
ロ
品
。
円
円
コ
ロ
巾
)
」
の
導
入
に
よ
っ
て
第
一
四
修
正
を
通

し
て
州
に
も
適
用
さ
れ
る
、
と
の
立
場
に
転
換
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第

八
修
正
に
関
し
て
最
初
に
「
編
入
理
論
」
を
導
入
し
た
の
は
河

oσzgロ
〈
-

わ白
E
G
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E
-
ω
吋C
C
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・8
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第
一
節

残
虐
・
異
常
な
刑
罰
と
死
刑
執
行
方
法

第

款

判
例
の
紹
介
拷
問
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

一
九
六
二
年
の
河
与
吉
田
。
ロ
〈
(
い
白
-
氏
。

3
E
一
生
併
で
「
編
入
理
論
」

が
と
ら
れ
る
ま
で
連
邦
最
高
裁
で
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
禁
止
条
項
が
争

(
叩
)

わ
れ
た
事
件
は
わ
ず
か
し
か
な
く
、
し
か
も
こ
の
う
ち
死
刑
事
件
に
な

る
と
喝
罪

q
gロ〈

Z
P
同
誌
湾
問
内
巾

B
L
m
b・円、。
2
3
E
n
H
司氏

(
日
}

司
E
R
F
〈
・
閉
山
町
田
宅
島
常
の
三
事
件
し
か
な
い
。
こ
れ
ら
の
死
刑
事
件
に

お
け
る
連
邦
最
高
裁
の
関
心
は
主
と
し
て
死
刑
の
執
行
方
法
に
向
け
ら

(HH) 

れ
て
い
た
。

本
節
で
は
連
邦
最
高
裁
が
明
日
吉
同
ロ
判
決
以
前
に
死
刑
と
残
虐
・
異

常
な
刑
罰
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
か
を
具
体
的
に
知
る

た
め
に
右
三
判
例
を
紹
介
す
る
。



υ
当

-F30ロ〈・
5
民

被
告
人
当
日
S
3
8
は
第
一
級
謀
殺
罪
有
罪
で
銃
殺
に
よ
る
死
刑
を

宣
告
さ
札
問
。
連
邦
最
高
裁
が
こ
の
銃
殺
刑
と
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
と

の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
部
分
を
以
下
要
約
す
る
。

アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(1)

残
虐
・
異
常
な
刑
罰
は
憲
法
の
禁
止
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
第
一
級
謀

殺
罪
に
対
す
る
死
刑
執
行
方
法
と
し
て
の
銃
殺
刑
が
第
八
修
正
の
意
味
す
る

範
ち
ゅ
う
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
を

禁
止
し
て
い
る
憲
法
条
項
の
射
程
を
正
確
に
示
す
こ
と
は
難
し
い
け
れ
ど
も
、

拷
向
(
た
と
え
ば
、
生
き
埋
め
、
新
首
、
八
つ
裂
き
、
火
あ
ぶ
り
等
)
、
な
ら

び
に
不
必
要
な
残
虐
と
問
視
し
う
る
刑
罰
は
す
べ
て
第
八
修
正
に
よ
っ
て
禁

{
凶
)

止
さ
れ
て
い
る
。

な
お
間
内

2
5一叩

n
L
 

連
邦
最
高
裁
は
者
一

-w巾
『
由
。
ロ
判
決
の
一
一
一
年
後
の
一
八
九

O
年
に
電

気
殺
も
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
に
あ
た
ら
な
い
と
の
判
断
を
下
し
た
。

火
あ
ぶ
り
、
は
り
つ
け
、
車
ひ
き
等
の
よ
う
に
刑
罰
が
明
ら
か
に
残
虐
・

異
常
な
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
刑
罰
が
憲
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
、

と
判
断
す
る
の
は
裁
判
所
の
義
務
で
あ
ろ
う
。
刑
罰
が
拷
問
を
伴
う
よ
う
な

場
合
も
し
く
は
死
を
長
び
か
せ
る
よ
う
な
場
合
(
白
ロ
ロ
問

q
Z岡
弘

E
吾
)
に

は
残
虐
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
死
刑
は
憲
法
の
文
言
上
の
残
虐
な
刑
罰
に

は
あ
た
ら
な
い
。
憲
法
の
禁
止
す
る
残
虐
な
刑
罰
と
は
非
人
道
的
か
つ
野
蛮

な
刑
罰
の
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
単
に
生
命
を
奪
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
刑

(
幻
)

罰
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。

(n) 

F
o
z一
色
白
口
出
向
日
刊
誌
~
・
司
H

・
白
ロ
円
山
田
〈
閉
山
町
田
名
巾
σ巾H
1

q
d
 

本
件
で
は
電
気
椅
子
の
故
障
に
よ
っ
て
死
刑
執
行
に
失
敗
し
た
後
に

再
度
執
行
を
や
り
直
す
こ
の
が
許
さ
れ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。
連
邦

最
高
裁
は
五
対
四
で
上
許
人
の
主
張
を
斥
札
問
。
以
下
法
廷
意
見
を
要

約
す
列
。

ア
ン
グ
ロ

i
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
伝
統
的
に
死
刑
執
行
に
不
必
要
な

苦
痛
を
科
す
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
理
由
な
く
(
若
田
口
件
。
ロ
)
苦
痛
を
科

す
こ
と
に
対
す
る
禁
止
は
一
六
八
八
年
の
権
利
章
典
に
由
来
し
、
わ
が
国
で

は
第
八
修
正
に
こ
れ
と
同
じ
文
言
が
み
ら
れ
る
。
第
一
四
修
正
は
デ
ュ

l
・

プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
っ
て
州
が
残
虐
な
方
法
で
死
刑
執
行
す
る
こ
と
を
禁
止

(
お
)

し
て
い
る
。
憲
法
の
禁
止
し
て
い
る
残
虐
性
は
刑
罰
の
執
行
方
法
に
固
有
の

残
虐
で
あ
っ
て
、
人
道
的
に
生
命
を
奪
う
場
合
に
必
ず
生
ず
る
苦
痛
で
は
な

い
。
予
期
し
え
な
い
事
故
に
よ
っ
て
死
刑
宣
告
を
実
行
で
き
な
か
っ
た
と
い

う
事
実
が
そ
の
後
の
執
行
に
残
虐
性
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
。

ヲ
」
れ
に
対
し
て
四
人
の
判
事
の
反
対
意
見
は
以
下
の
と
お
り
で
お
。

不
必
要
に
し
て
残
虐
な
手
段
を
用
い
て
人
間
の
生
命
を
奪
う
と
い
う
こ
と

北法36(4・139)1377



料

は
文
明
人
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
行
為
は
自
己

統
治
的
な
(
印
巾
再
開
。
〈
m
g
g問
)
憲
法
の
下
で
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

死
刑
執
行
に
伴
う
残
虐
性
に
対
す
る
嫌
悪
感
は
増
大
し
つ
つ
あ
り
、
い
く
つ

か
の
州
で
は
完
全
に
死
刑
を
廃
止
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。
本
件
に
お
げ

る
執
行
の
や
り
直
し
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
に
は
、
通
常
行
わ
れ
て
い
る
電

気
殺
と
何
回
に
も
分
け
て
行
わ
れ
る
電
気
殺
と
を
比
較
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
後
者
の
例
と
し
て
五
度
に
わ
た
り
電
気
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
ら
れ
る
例
を

仮
定
し
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
火
あ
ぶ
り
の
拷
問
に
匹
敵
す
る
。
五

度
に
わ
た
る
執
行
と
二
度
に
わ
た
る
執
行
と
を
区
別
で
き
な
い
以
上
、
二
度

に
わ
か
れ
て
な
さ
れ
た
本
件
執
行
は
十
分
に
「
残
虐
・
異
常
」
で
あ
り
許
さ

れ
な
い
。

資

以
上
、
者
一
】

w
q
gロ
〈
-
C
E
F

柏
、
町
戸
司
「
山
口
円
一
回
〈
・
閉
山
巾
印
宅
巾
σ巾
円
の
三
判
決
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
こ
の
よ

E
M時
間
内
巾
ヨ
ヨ
}
巾

F
F
O
E
∞E
E
R
H

う
な
最
高
裁
の
死
刑
事
件
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
一
言
で
い
う
な
ら

「
拷
問
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
最
高
裁
は
憲
法
の
禁
止
す
る
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
を
「
不

(
却
)

必
要
な
残
虐
」
、
「
拷
聞
を
伴
う
よ
う
な
場
合
も
し
く
は
死
を
長
び
か
せ

(

羽

)

(

却

)

る
よ
う
な
場
合
」
、
「
非
人
道
的
か
っ
野
蛮
な
刑
罰
」
、
「
単
に
生
命
を
奪

(
訂
)

う
に
と
ど
ま
ら
な
い
刑
罰
」
、
あ
る
い
は
「
刑
罰
の
執
行
方
法
に
固
有
の

残
酷
」
と
い
う
よ
う
な
拷
問
に
類
似
す
る
刑
罰
と
解
し
て
き
(
問
。
こ
の

よ
う
な
拷
問
類
似
の
刑
罰
と
し
て
「
生
き
埋
め
、
斬
首
、
八
つ
裂
き
、

(
H
A
)
 

火
あ
ぶ
り
」
、
「
火
あ
ぶ
り
、
は
り
つ
け
、
車
ひ

L
鵬
」
、
「
拷
問
台
(
叶

RW)

{
部
)

に
よ
る
刑
、
親
指
切
断
、
鉄
製
足
締
め
刑
具
(
可
。
ロ
ぎ
O
門
)
に
よ
る
刑
、

四
肢
を
ひ
き
裂
く
刑
」
等
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
の
刑
罰
は
憲
法
上
許
さ
れ

な
い
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
こ
の
よ
う
な
拷
問
類
似
の
残
虐
性
を
伴
わ
な
い
絞
首
、

(
持
)

銃
殺
、
電
気
殺
、
電
気
殺
の
失
敗
に
よ
る
執
行
の
や
り
直
し
等
は
残
虐
・

(
却
)

異
常
な
刑
罰
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

北法36(4・140)1378

第
二
款

現
代
の
ア
メ
リ
カ
に
お
げ
る
死
刑
執
行
方
法
と
そ
の

残
虐
性

す
で
に
第
一
款
で
み
た
よ
う
に
、
司

R
B
E
判
決
以
前
、
連
邦
最
高
裁

は
死
刑
と
第
八
修
正
と
の
関
係
に
つ
い
て
死
刑
執
行
の
方
法
が
残
虐
・

異
常
で
あ
る
か
否
か
、
す
な
わ
ち
拷
問
に
類
似
の
執
行
方
法
で
あ
る
か

否
か
を
違
憲
審
査
の
基
準
と
考
え
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
最

(
刊
)

高
裁
は
第
八
修
正
の
「
射
程
を
正
確
に
示
す
こ
と
は
難
し
い
」
と
い
う

こ
と
を
認
め
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
現
代
的
「
節
度
甘
匙
」

に
て
ら
し
た
場
合
、
現
在
と
ら
れ
て
い
る
死
刑
執
行
方
法
も
残
虐
・
異

常
な
刑
罰
と
な
り
う
る
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
節
で
は
現
在
ア
メ
リ
カ
各
州
の
採
用
し
て
い
る
五
つ
の
死
刑
執
行



方{出ーー

ω絞
首
殺
、

ω銃
殺
、

ω電
気
殺
、

ωガ
ス
殺
、
同
薬
物
注
射

殺
ー
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(1)

ω
絞
乱
拠

犯
罪
人
を
処
罰
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
絞
首
刑
は
古
く
か
ら
行

わ
れ
て
き
た
が
、
一
九
八
一
年
現
在
で
は
わ
ず
か
四
州
し
か
こ
の
方
法

を
と
っ
て
な
時
。
絞
首
刑
は
受
刑
者
が
十
分
な
高
さ
か
ら
落
ち
な
け
れ

ば
ひ
ど
く
苦
痛
を
伴
い
、
逆
に
あ
ま
り
高
す
ぎ
る
と
斬
首
に
な
(
却
。
執

行
方
法
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
加
え
た
イ
ギ
リ
ス
の
一
九
四
九

1
五

三
年
「
死
刑
に
関
す
る
王
立
委
員
会
」
の
報
告
に
よ
れ
ば
絞
首
刑
が
最

も
人
道
的
な
死
刑
執
行
方
法
で
あ
る
と
い
(
刊
。

連
邦
最
高
裁
が
直
接
、
絞
首
刑
の
合
憲
性
を
判
断
し
た
こ
と
は
な
い

ζ
・
同
州
・
の
出
丘
口
町
門
は
「
絞
首
刑
は
肉
体
的
苦
痛
を
科
す
可
能
性
が
あ
る

か
ら
残
虐
で
あ
る
。
・
:
絞
首
刑
の
も
つ
暴
力
性
は
肉
体
を
鍛
民
問
、

犯
罪
者
の
肉
体
的
完
全
性
に
対
す
る
権
利
を
侵
害
す
る
。
:
:
:
憲
法
上

の
残
虐
性
の
基
準
に
て
ら
せ
ば
、
絞
首
刑
は
残
虐
で
あ
(
犯
」
と
し
て
い

る。
間

銃

殺

連
邦
最
高
裁
は
宅
一

-w巾
3
8
〈・

d
g
y
で
銃
殺
の
合
憲
性
を
確
認
し

た
が
、
現
代
に
お
い
て
は
死
刑
執
行
方
法
と
し
て
銃
殺
刑
を
定
め
て
い

(
印
)

る
の
は
ユ
タ
州
だ
け
で
あ
る
。
銃
殺
が
肉
体
的
苦
痛
を
ひ
き
起
こ
す
か

否
か
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
即
死
に
至
ら
な
け
れ
ば
ひ
ど
く
苦
痛
を

(
日
)

伴
う
で
あ
ろ
う
。

先
に
紹
介
し
た
「
死
刑
に
関
す
る
王
立
委
員
会
」
の
報
告
に
よ
れ
ば
、

銃
殺
刑
は
絞
首
刑
に
代
り
う
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
。
「
銃
殺
刑
は

死
刑
執
行
の
標
準
的
な
方
法
と
し
て
は
難
点
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
な
ぜ
な
ら
銃
殺
は
多
数
の
執
行
吏
を
必
要
と
す
る
し
、
ま
た
効

果
的
な
執
行
方
法
と
い
う
た
め
に
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
即
死
に
至
ら

(
泣
)

せ
る
確
実
性
さ
え
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
さ
ら
に
、
執

行
更
の
数
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
犯
罪
者
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

l
を
侵
害

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
し
、
犯
罪
者
の
肉
体
を
傷
つ
け
、
犯
罪
者
の
人
間

(
幻
)

と
し
て
の
尊
厳
を
侵
す
こ
と
に
な
る
。

ω
電
気
殺

ア
メ
リ
カ
で
は
、
電
気
殺
の
方
が
銃
殺
や
絞
首
殺
よ
り
苦
痛
が
少
な

く
人
道
的
な
死
刑
執
行
方
法
で
札
初
、
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
結

果
、
現
在
で
も
大
部
分
の
州
が
電
気
椅
子
に
よ
る
執
行
方
法
を
採
用
し

て
い
る
。
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し
か
し
な
が
ら
電
気
殺
執
行
の
場
合
も
、
執
行
現
場
を
見
た
も
の
は

{
応
)

必
ず
や
シ
ョ
ッ
ク
を
う
け
る
で
あ
ろ
う
。
。
国
邑
ロ
巾
円
は
電
気
殺
は
肉
体



料

的
苦
痛
を
課
す
の
で
残
虐
で
あ
り
、
こ
の
残
虐
性
は
不
必
要
な
残
虐
で

(
切
)

あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。

凶

ガ

ス

殺

ガ
ス
殺
と
は
犯
罪
人
を
一
室
に
閉
じ
込
め
致
死
量
の
ガ
ス
を
流
し
死

に
至
ら
し
め
る
執
行
方
法
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
よ
り
人
道

的
な
死
刑
執
行
方
法
を
追
求
し
た
結
果
、
従
来
の
絞
首
殺
、
銃
殺
に
代

り
一
九
世
紀
に
は
電
気
殺
が
、
そ
し
て
二
十
世
紀
に
な
っ
て
ガ
ス
殺
が

登
場
し
た
、
と
い
わ
れ
て
い
(
認
。
ガ
ス
殺
の
合
憲
性
に
つ
い
て
判
断
を

(
却
)

下
し
た
最
高
裁
判
例
は
ま
だ
な
い
。

(
悶
}

ガ
ス
殺
に
つ
い
て
の
句
仏
ロ

R
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
ガ
ス
殺
は
絞
首
殺
、
銃
殺
、
電
気
殺
の
残
虐
性
を
緩
和
す
る
た
め

に
導
入
さ
れ
た
。
ガ
ス
殺
は
他
の
執
行
方
法
よ
り
も
確
実
に
す
ぐ
れ

て
い
却
。
な
ぜ
な
ら
、
よ
り
暴
力
的
で
な
く
、
肉
体
を
傷
つ
け
な
い

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ガ
ス
殺
と
い
え
ど
も
苦
痛
を
科
す
の

で
あ
る
か
ら
そ
の
合
憲
性
は
疑
わ
し
い
。
」

資

同
薬
物
注
射
殺

旧
来
の
執
行
方
法
の
残
虐
性
を
さ
け
る
た
め
に
、
明
日
B
出
口
判
決
以
後
、

薬
物
注
射
に
よ
る
執
行
方
法
を
採
用
す
る
州
が
い
く
つ
か
あ
(
初
。
こ
れ

は
致
死
量
の
薬
物
を
静
脈
に
注
射
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
に
至
ら
し
め

る
執
行
方
法
で
あ
る
。

「
死
刑
に
関
す
る
王
立
委
員
会
」
は
①
注
射
を
旨
つ
け
つ
け
な
い
体
質

の
者
に
は
使
え
な
い
執
行
方
法
で
あ
る
こ
と
、
②
犯
罪
人
の
協
力
が
な

け
れ
ば
執
行
で
き
な
い
こ
と
、
③
執
行
に
は
専
門
家
の
熟
練
が
必
要
で

あ
る
こ
と
、
の
三
つ
の
理
白
か
ら
薬
物
注
射
殺
は
絞
首
殺
に
代
り
う
る

(
m
U
}
 

も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
い
る
。
の
白
丘
口
角
は
こ
の
方
法
は
現
在
と
ら

れ
て
い
る
死
刑
執
行
方
法
の
う
ち
で
は
最
も
人
道
的
で
あ
る
が
、
他
に
(
臼
)

残
虐
性
の
少
な
い
方
法
が
あ
る
以
上
違
憲
と
な
り
う
る
、
と
し
て
い
る
。

以
上
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
五
つ
の
死
刑
執
行
方
法
を
概
観
し
て
き

た
が
、
の
向
島
ロ
句
は
、
い
ず
れ
の
方
法
も
苦
痛
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、

現
代
の
残
虐
性
の
基
準
に
て
ら
せ
ば
、
「
よ
り
残
虐
性
の
少
な
い
他
に
代

り
う
る
執
行
方
法
が
あ
る
の
だ
か
ら
不
可
欠
の
残
虐
と
い
う
こ
と
が
で

(
山
田

)

(

E

W

)

き
ず
」
、
五
つ
の
執
行
方
法
は
す
べ
て
違
憲
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
し
て

こ
れ
ら
の
執
行
方
法
に
代
り
う
る
、
よ
り
残
虐
性
の
少
な
い
執
行
方
法

(

血

叫

)

へ

d

と
し
て
①
自
殺
を
選
択
す
る
方
法
、
②
ガ
ス
・
マ
ス
ク
に
よ
る
執
僚
の

二
つ
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
執
行
方
法
が
人
間
の
尊
厳
に
か
な
い
、
従
来
の
執
行
方

法
と
比
べ
て
苦
痛
を
伴
わ
ず
、
よ
り
暴
力
的
で
な
い
執
行
方
法
で
あ
る

と
い
え
る
か
否
か
は
医
学
的
、
生
物
学
的
研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
た
う

北法36(4・142)1380



え
で
な
け
れ
ば
判
断
で
き
な
い
が
、
今
後
よ
り
残
虐
で
な
い
執
行
方
法

と
い
う
も
の
を
考
え
る
場
合
十
分
検
討
に
値
す
る
提
言
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(l)

(
9
)
ω
吋

{}C
・
ω田町出{)(】小山町一
N
)

(
刊
)
刃
包
一
一

p
h
Nも
さ
三
吉
叶
コ
N

∞
・
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
件
は
以

下
の
九
件
で
あ
る
。

①
匂
巾
『
〈
司
副
司
〈
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5
0ロ
者

g-同町
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同
玄
白
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目
白
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『
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目
2
3・叶
N
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ω
・
合
印

(Hg叶
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無
許
可
で
酒
類
を
販
売
す
る
行
為
に
科
さ
れ
た
五

0
ド
ル
の
罰

金
と
三
カ
月
間
の
懲
役

(gコ出コ
2
5三
民

Z
E
Z
σ
ミ
百
円
町
内

宮
己
紹
え
円
2
5
2
5
3
)
が
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
に
あ
た
る
か
否
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が

争
わ
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た
事
件
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一

r
q
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C
S
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C
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H
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昌
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ω
ω
N
ω
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出

CJza〈
明
日
開

g
g
g
m唱
Z
H
C
-
ω
H
N
A山

2
2
3
(詐
欺
の
共
犯
に

科
さ
れ
た
一

0
年
間
の
懲
役
が
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
に
あ
た
る
か
否
か

が
争
わ
れ
た
事
件
)

⑥
ぎ
2
5凹ぐ

C
E
円
a
g
R
g温
日
ミ
ピ
・

ω
ω
さ
(
】
申
H
C
)

目

⑦
∞
白
色
号
『
印
〈
-
C
コ

xa辺国門
2
・
N

品
C
C
-
∞

ω
出

(
5
5
)

⑧円、。己一回目白

E
R
H
ミ
-
P
E
n一
回
〈
見
巾
凹
垣
内
σ巾『・

ωN申
巴
・

ω
品印喧

(]{申品叶)

⑨

4
2匂
〈
・
口
三
rw少

u
g
c
ω
-
g
2
8
2
e

(日
)

S

C
目∞

-
Z
C
(同∞叶申)・

(
ロ
)
】
ω
∞
C-
∞
-AHω
由(同∞坦(})・

(日
)

N

コ
ピ
・

ω・
2
申
(
5
5
)・

(M)

生
田
典
久
「
米
国
連
邦
最
高
裁
の
死
刑
に
関
す
る
新
判
例
と
そ
の
背

景
(
上
こ
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
二
六
号
こ
九
七
六
)
九
八
貰
。

(
日
)
ア
メ
リ
カ
で
は
死
刑
は
植
民
地
時
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
が
、
連
邦

最
高
裁
に
お
い
て
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
と
の
関
係
が
問
題
に
な
っ
た
の
は

本
件
が
最
初
で
あ
る
。

(
凶
)
ユ
タ
準
州
法
典
で
は
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
裁
判
所
の
命
ず
る
と

こ
ろ
に
よ
り
も
し
く
は
被
宣
告
者
の
選
択
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
銃
殺
、
絞

首
、
斬
首
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
、
と
規
定
さ
れ
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
同
刑
法
典
は
一
八
七
六
年
に
改
正
さ
れ
、
こ
の
執
行
方

法
に
関
す
る
規
定
が
廃
止
さ
れ
、
特
に
明
文
上
の
定
め
の
な
い
限
り
刑
の

選
択
は
裁
判
官
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
本
件
に
お
い
て
は

裁
判
官
が
こ
の
際
に
絞
首
で
な
く
銃
殺
を
言
渡
し
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ

た。
(げ

)
g
c・
ω
-
R
H
M品
ωφ

判
決
は
全
員
一
致
で
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
判
事
が

書
い
た
。

一
八
八

O
年
制
定
の
ニ

北法36(4・143)1381

(
同
日
)
結
論
と
し
て
法
廷
意
見
は
、
議
会
が
法
改
正
に
つ
き
、
銃
殺
を
廃
止

す
る
意
思
の
な
か
っ
た
こ
と
、
四
半
世
紀
に
わ
た
り
準
州
内
で
は
死
刑
執

行
方
法
と
し
て
絞
首
、
銃
殺
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
、
を
確
認
し
之
氏
・
白
門

口
ω
・
)
、
第
八
修
正
に
反
し
な
い
限
り
で
刑
を
特
定
す
る
の
は
裁
判
官
の
義

務
で
あ
る
、
と
述
べ
た
(

H

バ
・
出
門

H
8・)。

(
凶
)
本
件
も
第
一
級
謀
殺
罪
有
罪
事
件
で
あ
る
。



料

ュ
1
・
ヨ
ー
ク
州
刑
事
手
続
法
典
第
五

O
五
条
に
よ
れ
ば
死
刑
は
全
て
電

気
殺
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
ニ
ュ

l
・
ヨ

l
ク
州

最
高
裁
は
こ
の
電
気
殺
に
よ
る
死
刑
執
行
は
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
を
禁
止

し
て
い
る
ニ
ュ

1
・
ヨ
ー
ク
州
憲
法
第
一
編
五
節
に
違
反
し
な
い
と
の
判

断
を
下
し
た
。

連
邦
最
高
裁
は
州
最
高
裁
の
右
判
決
は
連
邦
憲
法
の
保
障
す
る
権
利
、

特
権
、
免
除
を
何
ら
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
電
気
殺
の
合
憲
性

を
再
審
査
し
な
い
と
し
て
、
上
訴
人
の
主
張
を
斥
け
た
。

(
m
m
)

本
判
決
が
第
八
修
正
は
州
に
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
確
に

し
た
最
初
の
判
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
前
述
し
た
(
前
掲
・
注

(
5
)

参
照
)
。

(
幻
)
H
8
c
-
ω
・
白
丹
念
品

C-
判
決
は
全
員
一
致
で
フ
ラ
l
長
官
が
書
い
て

い
る
。

(
幻
)
本
件
も
謀
殺
罪
有
罪
事
件
で
あ
る
。

(
お
)
法
廷
意
見
は
リ
ー
ド
判
事
が
書
い
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
他
に
三
人

の
判
事
の
同
調
し
か
得
ら
れ
ず
、
多
数
意
見
は
、
こ
れ
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ

ー
タ
l
判
事
の
同
意
意
見
を
加
え
て
構
成
さ
れ
た
。
他
の
四
人
の
判
事
は

電
気
殺
自
体
に
つ
い
て
は
多
数
意
見
と
同
様
に
、
合
憲
で
あ
る
と
し
て
い

る
が
、
結
論
に
同
意
で
き
ず
、
四
人
を
代
表
し
て
パ

1
ト
ン
判
事
が
一
部

反
対
意
見
を
書
い
て
い
る
。

(
M
)
ω
N
U
C
-
∞
出
丹
念
ω
2
・

(
お
)
法
廷
意
見
及
び
反
対
意
見
の
八
人
の
判
事
は
、
形
式
的
に
は
第
一
回

修
正
で
問
題
を
処
理
し
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
第
八
修
正
が
州
に
も
適

用
の
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ク
フ

7
1

資

タ
1

判
事
の
同
意
意
見
は
、
第
一
四
修
正
は
無
制
限
に
広
汎
な
も
の
で
な

く
、
州
の
刑
事
政
策
に
持
別
の
制
約
を
科
す
も
の
で
は
な
い
と
、
述
べ
(
た
・

国
丹
念
品
・
)
、
ま
た
第
八
修
正
に
つ
い
て
も
州
の
刑
事
政
策
を
テ
ス
ト
す
る

も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
い
る
(
紅
白
門
会
岳
・
)

0

め
宮
町
F
E
E
コ
見
。
月
号
2
・
F
3
5
5
S
凡
な
九
段
さ
ぎ
ー
と

同
党
M
N
H
p
b
車
内
苫
忌
詰
s
h
h
a
g
M
W
E
R
ミ
ミ
ミ
ミ
r
b
b
q
h
i
『
昌
、
礼
町
~
s
h

n
白
K
L
H
白
~
、
ミ
ミ
込
書
偽
唱
え
・
ω
申

0
5
0
ω
、
門
〉
、
『
開
戸

]
g・
H
C
H
ロ
・
ω
由

(]{由、吋∞)・

(初
)
ω
留
と
・
ω
・
白
円
台
ω
ーコ

(
幻
)
の
0
5
ぴ
巾
吋
問
・
的
宮
司
、
白
血
門
叶
∞
日

(
お
)
ヨ
-
E
E
C
ロ
〈
・
5
白
F
S
C
ω
・
白
ニ
ω
品
目

(
叩
臼
)
同
苫
話
回
ハ
巾
ヨ
ヨ
一
命
戸
口
出
口
ω
・
己
主
叶
・

北法36(4・144)l382

な
お
、
裁
判
所
の
審
理
の
遅
滞
に
よ
り
死
刑
の
執
行
が
遅
れ
た
場
合
、

こ
れ
に
よ
っ
て
蒙
る
精
神
的
苦
痛
が
憲
法
上
許
さ
れ
る
か
、
と
い
う
点
も

大
い
に
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
キ
ャ
リ
ル
・

チ
ェ
ス
マ
ン
は
一
九
四
八
年
五
月
一
一
一
日
に
死
刑
を
宣
告
さ
れ
、
果
て
し

な
い
令
状
、
控
訴
、
再
審
や
手
続
上
の
手
を
使
い
つ
く
し
た
あ
と
、
ほ
ぽ

一
二
年
後
の
一
九
六

O
年
五
月
に
処
刑
さ
れ
た
。
九
別
町
向
Z
C
円
巾
岨
の
ミ
ミ

(
U
P
問
的
向
き
白
W
H
n
b
的
内
・
・
h
h
h
時
ミ
ヘ
由
苫
白
守
的
H
F
な
Z
-
Z
Z
問
印
O
叶
〉
円
、
.
刃
向
〈
・

2
H
(
5
2
r
z
o
z
-
h
h
h
s
ミ
'
F
h
p
s
h
g
n
同
町
、
~
山
富
室
内
向
矢

口
S
H
F
-
h
n
ミ
ミ
ミ
ミ
句
き
お
き
~
、
足
場
史
的
』
同
遣
問
苫
H
.
日
吋
目
。
者
〉
「

河
内
〈
・
∞
H
A
H
(
H
U
吋
一
山
)
一
己
〉
〈
向
。
司
〉
z
z
-
n戸
』

c
o
-
Q〉
戸
河
何
〈
回
向
者
。
司

叶
国
開
口
問
〉
↓
z
E
W
Z
〉
戸
、
『
〈
叶
吋
∞
由
(
右
足
)
一
〉
「
巧
E
ロ
除
司
白
三
宮
'

同V
D
由ロ

2
・
h
N
)
町
内
向
、
。
。
¥
み
も
も
町
内
同
~
師
、
∞
口
ゎ
・
「
〉
戸
閉
山
町
〈
叶
品
目
∞



アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例にお砂る死刑の違憲審査基準(1)

(]{安出)・

(
鈎
)
同
誌
諸
国
内
巾
ヨ

g
Z「
-Hω
∞巴・

ω・
白
丹
念
吋

(

引

心

)

旬

、

・

(
刊
品

}

F

O

己
目
{
同
ロ
田
町
H

耳
目
・
司
司
国
ロ
nzahe
阿川巾師宅巾
σ
巾ア

ω
N申己・

ω・出丹念品・

(
お
)
の
『
白
ロ
n
n
r
包
hhvg
白門∞品
N

・

(
M
)

者
ロ
Z
3
0コ〈・

5白
7
3
c
-
∞
呉
ロ
印

(お
)

L

『
苫
諸
相
内

mgs-RLω
目
白

ω・
白
丹
念
品
・

(
お
)
ひ
ぎ
か
ら
く
る
ぶ
し
ま
で
の
足
の
回
り
を
ね
じ
で
留
め
る
一
種
の
万

力
か
ら
成
る
拷
問
刑
具
。
こ
れ
ら
の
古
代
あ
る
い
は
中
世
の
拷
問
刑
に
つ

い
て
は
、
た
と
え
ば
、
ヵ

l
ル
・

B
・
レ
ー
ダ
ー
(
西
村
・
保
倉
訳
)

『
死
刑
物
語
起
源
と
歴
史
と
犠
牲
者
」
(
原
書
房
一
九
八
二
)
第
二
章
、

阿
部
謹
也
「
刑
吏
の
社
会
史
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
庶
民
生
活
」
(
中
公
新
書

一
九
七
八
)
第
二
章
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
幻
)
。
.Z
巾
ロ
〈
・
〈

R
g
o
E
-
H怠
C
・
ω
ω
N
ω
・
ωω
由

(HSH)・

(
お
)
相
内
巾
5
5
Z円
判
決
の
後
も
、
最
高
裁
は
何
度
か
電
気
殺
の
合
憲
性
を
確

認
し
て
い
る
。
緑
町
、
時
-h.
、
宮
n巴
〈
由
一
口
町
〈
・
∞
ヨ
田
町
・
工
N
C
・
ω-H日
間

(HSH)
二
三
白
Z
O
M
『〈・

ω。
ロ
任
。
問
。
-
z
p
N
ω
叶

C
・
ω・
5
0
(
H
2
3・
前
者

の
事
件
は
ニ
ュ

1
・
ヨ
ー
ク
州
の
第
一
級
謀
殺
罪
有
罪
事
件
で
、
電
気
殺

に
関
し
て
は
関
内

g
g
Z吋
判
決
を
引
用
し
て
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
に
あ
た
ら

な
い
と
し
て
い
る
。
後
者
の
事
件
は
州
法
の
改
正
に
伴
い
謀
殺
罪
に
対
す

る
死
刑
の
執
行
方
法
が
従
来
の
絞
首
殺
か
ら
電
気
殺
に
代
わ
り
、
被
告
人

は
電
気
殺
に
よ
る
死
刑
を
吉
一
口
渡
さ
れ
た
。
こ
れ
が
連
邦
憲
法
第
一
一
編
に
定

め
る
遡
及
的
処
罰
禁
止
に
反
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
が
斥
け
ら
れ
た
。

こ
の
事
件
で
連
邦
最
高
裁
は
電
気
殺
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
広
述
べ
て
い

る

相内巾
B
B
Z司
判
決
お
よ
び
ニ
ュ

l
・ヨ

1
ク
州
に
影
響
を
う
け
て
他
の

一
一
一
州
(
オ
ハ
イ
オ
(
一
八
九
六
)
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
二
八
九
八
)
、

ニ
ュ

l
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
(
一
九

O
七
)
、
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
(
一
九

O
八)、

ノ
l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
(
一
九

O
九
)
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
(
一
九
一

O
)
、

サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
(
一
九
一
二
)
、
ア

1
カ
ン
ソ

l
(
一
九
一
三
)
、

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
(
問
)
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ア
ニ
ア
(
同
)
、
ネ
プ
ラ
ス
カ
(
同
)

が
死
刑
事
件
に
お
い
て
死
刑
を
科
す
る
た
め
に
同
じ
方
法
を
採
用
し
た
。

こ
の
こ
と
は
電
気
殺
の
方
が
絞
首
よ
り
苦
痛
が
少
な
く
人
道
的
で
あ
る

と
い
う
十
分
に
説
得
的
な
考
え
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
(
丈
・
血
門
戸
∞
印
・
)
。

(
叩
却
)
わ
が
国
の
最
高
裁
は
死
刑
が
日
本
国
憲
法
第
三
六
条
の
残
虐
な
刑
罰

の
禁
止
に
違
反
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
「
刑
罰
と
し
て
の
死
刑
そ
の
も
の

が
、
一
般
に
直
ち
に
同
条
に
い
わ
ゆ
る
残
虐
な
刑
罰
に
該
当
す
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
た
だ
死
刑
と
い
え
ど
も
、
他
の
刑
罰
の
場
合
に
お
け
る
と

同
様
に
、
そ
の
執
行
方
法
等
が
そ
の
時
代
と
環
境
と
に
お
い
て
人
道
上
の

見
地
か
ら
一
般
に
残
虐
性
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
勿

論
こ
れ
を
残
虐
な
刑
罰
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
将
来
若
し
死

刑
に
つ
い
て
火
あ
ぶ
り
、
は
り
つ
け
、
さ
ら
し
首
、
釜
ゆ
で
刑
の
ご
と
き

残
虐
な
執
行
方
法
を
定
め
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

法
律
こ
そ
は
、
ま
さ
に
憲
法
第
三
六
条
に
違
反
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で

あ
る
」
(
最
大
判
昭
和
二
三
年
三
月
一
二
日
・
刑
集
二
巻
三
号
一
九
四
頁
)

と
述
べ
、
死
刑
の
執
行
方
法
が
残
虐
で
あ
る
場
合
に
は
違
憲
と
な
る
可
能

性
を
示
し
た
。

北法36(4・145)1383



料

(
州
制
)
巧
ロ

r
q
m
O口
〈

g
m
F
窓
口
・

ω'
回二
ω∞
ω
叶・

(
H
M
)

「
節
度
基
準
」
に
つ
い
て
は
第
二
節
で
紹
介
す
る
。

(
位
)
現
在
ア
メ
リ
カ
各
州
の
死
刑
執
行
方
法
に
つ
い
て
は
、
井
上
正
仁
「
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
死
刑
制
度
の
現
況
ー
そ
の
概
観
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
九
八

号
二
九
八
三
)
四
二

1
四
三
頁
に
か
け
て
一
覧
表
と
し
て
掲
げ
て
あ
る

の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

(
必
)
わ
が
国
の
死
刑
執
行
方
法
は
絞
首
刑
で
あ
る
(
刑
法
一
一
条
一
項
)
。

わ
が
国
の
最
高
裁
は
こ
の
絞
首
刑
の
合
憲
性
に
関
し
て
「
現
在
各
国
に
お

い
て
採
用
し
て
い
る
死
刑
執
行
方
法
は
、
絞
殺
、
斬
殺
、
銃
殺
、
電
気
殺
、

瓦
斯
殺
等
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
比
較
考
量
に
お
い
て
は
一
長
一
短
の
批

判
が
あ
る
げ
れ
ど
も
、
現
在
わ
が
国
の
採
用
し
て
い
る
絞
首
方
法
が
他
の

方
法
に
比
し
て
特
に
人
道
上
残
虐
で
あ
る
と
す
る
理
由
は
認
め
ら
れ
な
い
」

(
最
大
判
昭
和
三

O
年
四
月
六
日
・
刑
集
九
巻
四
号
六
七
五
頁
)
と
述
べ
、

絞
首
刑
は
日
本
国
憲
法
第
三
六
条
に
違
反
し
な
い
と
し
て
い
る
。

絞
首
刑
の
残
虐
性
に
つ
い
て
鑑
定
さ
れ
た
古
畑
博
士
は
「
現
在
わ
が
国

で
行
わ
れ
て
い
る
絞
首
刑
は
医
学
上
の
見
地
よ
り
み
て
、
現
在
他
国
に
お

い
て
行
わ
れ
て
い
る
死
刑
執
行
方
法
と
比
べ
、
特
に
残
虐
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
な
い
。
但
し
、
こ
れ
を
改
善
す
る
余
地
は
あ
る
で
あ
ろ
う
」
と
さ

れ
た
。
古
畑
種
基
『
法
医
学
ノ

l
ト
」
(
中
公
文
庫
一
九
七
五
)
二
四
九

貰
。
な
お
、
こ
の
鑑
定
書
に
つ
い
て
は
、
斉
藤
静
敬
司
新
版
死
刑
再
考

論
』
(
成
文
堂
一
九
八

O
)
二
二
八
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
れ
に
対
し
て
死
刑
廃
止
論
者
の
な
か
に
は
絞
首
刑
の
残
虐
性
を
言
う

も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば
正
木
亮
『
死
刑
消
え
ゆ
く
最
後
の
野
蛮
』
(
日

本
評
論
社
一
九
六
回
)
。

資

(HH)

ニ
ュ
1

・
ハ
ン
プ
シ
ャ
1

、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
、
モ
ン
タ
ナ
、
ワ
シ
ン
ト

ン
の
四
州
で
あ
る
。
井
上
、
前
掲
参
照
。

(
何
日
)
の
白
丘
ロ
巾
F
Sも
ミ
白
同
己
申
I
N
C
・

(
必
)
問
。
J

へ
〉
円
。
。
豆
沼
岡
田
辺
。

z
c
z
h〉
2
↓〉
F

司
C
Z
目印司玄開
Z
プ
】
川
Y
S
i
h

日

ω
如
何
回
ν
。
問
、
戸
(
い
富
岡
V
-
Z
0・

g
s・円
U
Y
白円}門
q
H
ω

(
灯
)
の
国
『
己
ロ
巾
吋
-
S
B
S
白円

HNN・

(
必
)
硬
い
も
の
で
首
を
つ
ヴ
た
場
合
に
は
、
皮
膚
に
擦
過
傷
を
負
い
、
皮

下
出
血
、
筋
肉
の
断
裂
、
喉
頭
軟
骨
、
舌
骨
な
ど
の
骨
折
が
起
り
や
す
い
。

古
畑
、
前
掲
書
二
三
八
頁
。

(
特
)
の
R
己口巾『
w
S札
V
S
白円

HNN・

(
印
)
井
上
、
前
掲
参
照
。

(
日
)
の
町
内
凶
口
m
w
p
s
h
v
S
ω
円同日
ω
l
N
品

(
臼
)
わ

ζ
ロ
Z
0・

3
S
-
s
v
g
忠
良
申

(
臼
)
の
白
丘
コ
巾
F
S』官、白血同
H
N
K
F
J
M
印・

(
M
)

沼
山
口
O
M
「〈・

ω。
三
宮
〔
V
R
o
-
E
P
N
U叶
C-
∞
・
由
同
同
∞
印

(H
由
工
)
(
前

掲
・
注
(
叫
却
)
参
照
)
・
ま
た
ニ
ュ
1

・
ヨ
ー
ク
州
の
立
法
府
は
電
気
殺
を

採
用
す
る
に
つ
き
十
分
な
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
死
刑
執
行
方
法
と
し

て
当
時
の
科
学
水
準
で
最
も
有
効
か
つ
人
道
的
な
方
法
は
電
気
殺
で
あ
る

と
報
告
し
た
(
宮
高
貝
巾
B
S
F
F
H谷
口
問
呉
主
品
・
)
。

(
日
)
の
白
三
口
巾
フ
的
足
、
送
出
円

HN品

(
日
)
』
ミ
・

(
幻
)
司
口
同
aB白
ロ
ぐ
・
の
命
2
・mu-h()∞
C
・ω
-
M
U
∞-
M

由一二】由一
w
M
)
(
切「内ロロ白同プ

』-
n
cコ円ロコ-一口問)白

(
印
岬
)
の
同
三
口
q
-
S
H
Uミ
国
同

HN∞
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アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例におのる死刑の違憲審査基準(1)

(ω)
句
、
・
白
丹

H
N叶

ω
∞巴

(ω)
古
畑
博
士
も
法
医
学
的
見
地
か
ら
「
斬
首
、
絞
首
、
電
気
殺
、
銃
殺
、

青
酸
ガ
ス
殺
の
五
つ
の
方
法
の
う
ち
で
は
、
青
酸
ガ
ス
殺
が
一
番
人
道
的

方
法
で
あ
ろ
う
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
古
畑
、
前
掲
書
二
四
九
頁
。

(
日
)
の
白
丘
ロ
巾
p
s
v
w民
主
己
申
・
現
在
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
、
テ
キ
サ
ス
、
ァ

イ
ダ
ホ
、
ニ
ュ

1
・
メ
キ
シ
コ
の
四
州
が
こ
の
執
行
方
法
を
採
用
し
て
い

る
。
井
上
、
前
掲
参
照
。

(

m

U

)

(

U

宮
口

-
z
o
g
u
N
4
S守
ミ
白
昨
日
印
∞

N
E

(
門
凶
)
の
白
丘
ロ
巾
p
h刷、も功、白血件同日由・

(

臼

)

」

「

丸

田

仲

H
N
A山

(
印
)
電
気
殺
、
ガ
ス
殺
、
絞
首
殺
が
苦
痛
を
も
た
ら
す
こ
と
に
つ
い
て

。。}門凶げ巾円
m
F
h
R』官、白血片戸、吋∞叶・

(
白
山
)
の
白
丘
ロ
巾
円

-
S司、白血円
H
H
C
H
N
自
殺
に
よ
る
死
刑
執
行
に
つ
い
て
は

的

R
・
h
-
h
J

同耐え

5
E
Z
-
句
む
遣
問
勾
色
R
H
e
s
s
b
q
h
h
l
M
S足
下

両旬、
nSNH由
民

、

s
S
F喜
喜
子
会
〉
呂
田
山

-n〉
Z
∞
〉
悶
〉
出
回
。
円
以
〉
、
コ
。

z

』
町
田
町
山
(
]
{
申
罰
]
{
)

こ
の
よ
う
な
例
と
し
て
は
、
反
対
派
の
人
々
に
告
発
さ
れ
自
ら
毒
杯
を

仰
い
で
獄
中
に
死
ん
だ
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
、
上
訴
権
を
放
棄
し
、
自
ら
死
刑

執
行
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
ギ
ル
モ
ア
事
件
な
ど
が
思
い
お
こ
さ
れ
よ
う
。

(
釘
)
の
同
三
口
2
・
ghvミ
巳
ロ

N
5・
ガ
ス
・
マ
ス
ク
に
よ
る
執
行
は
い
わ

ゆ
る
ガ
ス
殺
と
異
な
り
、
執
行
場
へ
連
れ
て
い
か
れ
る
と
い
う
精
神
的
苦

痛
を
伴
わ
な
い
。
死
ぬ
時
の
苦
痛
も
肉
体
的
な
損
傷
と
暴
力
も
伴
わ
な
い

た
め
、
従
来
の
執
行
方
法
よ
り
は
す
ぐ
れ
て
い
る
、
と
し
て
い
る
。

第
二
節

仏巾円四ロロ一て)

発
展
す
る
節
度
の
基
準
(
円

Z
2
0
z
z
m田
g
E白
『
骨
え

す
で
に
第
一
節
で
紹
介
し
た
よ
う
に
連
邦
最
高
裁
は
死
刑
と
第
八
修

正
の
関
係
に
つ
い
て
第
八
修
正
は
拷
問
類
似
の
残
虐
な
執
行
方
法
を
禁

止
す
る
規
定
で
あ
る
と
捉
え
て
き
た
。
し
か
し
「
第
八
修
正
の
射
程
を

正
確
に
示
す
こ
と
は
難
国
」
く
、
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
非
死
刑
事
件

に
お
い
て
弾
力
的
に
第
八
修
正
の
外
延
を
拡
張
し
肉
体
的
段
損
を
伴
う

拷
問
以
外
の
刑
罰
に
も
第
八
修
正
の
禁
止
が
及
ぶ
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
こ
の
よ
う
な
第
八
修
正
の
弾
力
的
な
解
釈
は
一
九
五
八
年
の
吋

B℃

〈

ozzg
車
問
で
「
発
展
す
る
節
度
の
基
準
」
(
以
下
単
に
「
発
展
的
節

度
基
準
」
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
)
と
し
て
確
立
す
る
の
で
あ
る
。

本
節
で
は
こ
の
よ
う
な
弾
力
的
な
第
八
修
正
の
解
釈
を
と
っ
た
最
高

裁
判
例
を
紹
介
し
(
第
一
款
)
、
検
討
す
る
(
第
二
款
)
。

第
一
款

判
例
の
紹
介

北法36(4・147)1385

(1) 

=き
巾
開

B 
(/l 

〈

c 
ロ
，.. 
(1) 
0. 

UJ 
P令
国，..戸、
28 

第
八
修
正
を
弾
力
的
に
解
釈
し
そ
の
適
用
範
囲
が
拷
問
類
似
の
肉
体

的
苦
痛
を
伴
う
刑
罰
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
を
最
初
に
明
ら
か
に
し
た



料

の
が
こ
の
巧

2
ヨ
印
判
決
で
あ
る
。

被
告
人
は
合
衆
国
領
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
文
書
偽
造
の
罪
(
時
間
]
凹

5
2巴
。
ロ
)

を
犯
印
、
一
五
年
間
の

g
号

E
刑
及
び
四

O
Oぺ
ソ
の
罰
金
の
支
払
を

(η) 

命
ぜ
ら
れ
た
。
本
件
で
は
、
こ
の
い
わ
ゆ
る

B
仏巾

E
Z
S
U
2包
が
残

(η) 

虐
・
異
常
な
刑
罰
に
あ
た
る
か
が
争
わ
れ
た
。

資

〔
マ
ッ
ケ
ナ
判
事
の
法
廷
意
見
〕

何
が
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
に
あ
た
る
か
に
つ
い
て
は
正
確
に
定
義
さ
れ

て
き
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
ば
は
非
人
道
的
か
つ
野
蛮
な
訓
朝
、
た
と
え

ば
拷
問
等
を
含
む
こ
と
ば
で
あ
る
と
通
常
い
わ
れ
て
い
て
い
る
。
し
か
し

法
律
も
憲
法
も
含
め
て
お
よ
そ
立
法
と
い
う
も
の
は
弊
害
の
経
験
か
ら
制

定
さ
れ
る
が
、
条
文
の
文
言
の
意
味
は
そ
こ
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
な
い
。

時
代
は
移
り
変
り
新
た
な
条
件
と
目
的
が
つ
け
加
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

て
規
範
と
い
う
も
の
も
活
力
に
満
ち
、
そ
の
規
範
の
誕
生
の
契
機
と
な
っ

た
幣
害
よ
り
も
広
い
範
囲
で
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
限
定
的
な

解
釈
に
抗
し
な
ぷ
弘
憲
法
は
そ
の
意
味
と
ヴ
ア
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
を
発
展
さ

せ
て
き
た
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
第
八
修
正
を
弾
力
的
に
解
し
た
結
果
、
‘

g
骨
E
R
B
'

宮
吋
包
は
当
時
に
お
い
て
も
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
に
あ
た
る
と
し
て
原
審

の
判
断
を
く
つ
が
え
し
た
の
で
あ
る
。

(2) 

H
，
『
。
℃
〈
・
。
己
目
巾
凹

者
2
5印
判
決
に
お
い
て
示
さ
れ
た
第
八
修
正
に
関
す
る
弾
力
的
な
解

釈
は
本
判
決
に
よ
っ
て
「
発
展
的
節
度
基
準
」
と
し
て
確
立
し
た
判
例

理
r論
と
な
る
の
で
あ
る
。

上
許
人
は
戦
時
中
、
軍
か
ら
脱
走
し
、
軍
法
会
議
に
よ
っ
て
逃
亡
罪

有
罪
が
確
定

L
m。
そ
の
後
パ
ス
ポ
ー
ト
を
申
請
し
た
が
却
下
さ
れ
た
。

そ
の
理
由
は
国
籍
法
四

O
一
条

(g)
に
よ
札
間
前
記
罪
状
に
よ
り
上
訴

人
は
す
で
に
市
民
権
を
失
っ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
上
訴

人
は
市
民
権
確
認
の
宣
言
的
判
決
を
求
め
た
が
敗
訴
し
た
。
連
邦
最
高

裁
は
①
市
民
権
に
関
す
る
事
項
は
連
邦
政
府
に
属
す
る
問
題
で
あ
り
軍

法
会
議
に
こ
の
よ
う
な
権
限
は
な
い
、
②
国
籍
剥
奪
は
第
八
修
正
に
違

反
す
る
、
と
の
理
由
で
当
該
国
籍
法
の
規
定
を
違
憲
で
あ
る
と
判
断
し

た

〔
ウ
ォ

l
レ
ン
長
官
の
法
廷
意
見
〕

第
八
修
正
の
文
言
は
明
確
で
は
な
く
、
そ
の
射
程
も
静
止
的
な
も
の
で
は

な
い
。
第
八
修
正
の
意
義
は
成
熟
し
て
ゆ
く
社
会
の
進
歩
を
標
示
す
る
発
展

的
節
度
基
準
会

Z
2
0
}三
口
岡
田

g
E
R含
O
E
m
n
g
Q
岳
民
自
民

-
2
Z

U
『。問
5
8
0同
同
自
民
尽
き
岡
田
。
円
一
色
可
)
か
ら
引
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
国
籍
剥
奪
刑
に
は
肉
体
的
虐
待
も
原
始
的
な
拷
問
も
存
在
し
な
い
が
、

拷
問
以
上
に
根
源
的
な
刑
罰
様
式
で
あ
る
。
要
す
る
に
国
籍
剥
奪
刑
は
権
利

を
有
す
る
権
利
(
P
0
1
間
宮
ぢ
町
田
〈
め
江
間
宮
)
を
奪
う
も
の
で
あ
っ
て
第
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(
乃
)

八
修
正
の
禁
止
す
る
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
に
あ
た
る
。

第

款

発
展
す
る
節
度
の
基
準
の
検
討

アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(1)

吋，

g旬
判
決
に
お
い
て
ウ
ォ

l
レ
ン
長
官
が
示
し
た
「
発
展
的
節
度
基

準
」
は
後
に
確
立
し
た
判
例
理
論
と
し
て
多
く
の
連
邦
最
高
裁
判
例
の

(
加
)

引
く
と
こ
ろ
と
な
る
。
こ
の
「
発
展
的
節
度
基
準
」
を
適
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
拷
問
の
み
な
ら
ず
、
特
殊
な
刑
罰
(
た
と
え
ば

g骨
口
出
ぽ
ヨ
℃
。
E

E}、
国
籍
剥
奪
刑
等
)
が
「
い
か
な
る
場
合
で
あ
れ
残
虐
・
異
常
で
あ

る
が
ゆ
え
に
憲
法
上
許
さ
れ
な
叫
」
と
さ
れ
る
可
能
性
が
で
て
き
た
の

(
位
)

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
死
刑
そ
の
も
の
が
「
発
展
的
節

度
基
準
」
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

ウ
ォ

l
レ
ン
長
官
は
「
発
展
的
節
度
基
準
」
に
て
ら
し
た
場
合
死
刑

が
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
に
あ
た
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
否
定
的
で
あ
る
。

彼
は
国
籍
剥
奪
刑
に
つ
い
て
何
ら
の
肉
体
的
虐
待
も
原
始
的
な
拷
問
も

含
ま
れ
な
い
が
、
代
り
に
文
明
社
会
に
お
け
る
個
人
の
完
全
な
破
壊
が

(
幻
)

あ
る
か
ら
残
虐
・
異
常
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
死
刑
に
つ

い
て
は
歴
史
的
に
利
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
今
日
に
お
い
て
も
広
く
認

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
憲
法
上
の
残
虐
刑
に
あ
た
ら
な
い
と
し
て

(
例
)

い
る
c

し
か
し
な
が
ら
死
刑
よ
り
も
市
民
権
の
喪
失
の
方
が
よ
り
致
命
的
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
に
減
。
「
国
籍
剥
奪
刑
が
『
権
利

を
有
す
る
権
利
』
を
奪
う
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
、
同
様
に
死
刑
執
行

(
邸
)

に
よ
っ
て
も
『
権
利
を
有
す
る
権
利
』
を
奪
わ
れ
る
」
と
い
う
べ
き
で

は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
死
刑
そ
の
も
の
が
「
発
展
的
節
度
基
準
」

に
反
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
検
討
は
第
二
章

に
譲
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
「
発
展
的
節
度
基
準
」
の
内
容
は
ど
の
よ
う

に
画
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
内
容
の
画
定
は
裁
判
官
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
主
観
的
に
判
断
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う

(
幻
)

の
が
判
例
の
立
場
で
あ
る
。
そ
こ
で
客
観
化
を
は
か
る
た
め
に
判
例
の

た
て
た
「
外
的
基
準
」
と
は
①
特
定
の
刑
罰
が
歴
史
的
に
利
用
さ
れ
て

き
た
か
、
②
他
の
法
域
(
』

R
s
e
2
5ロ
)
で
認
め
ら
れ
て
き
た
刑
罰
か
、

@
世
論
が
そ
の
刑
罰
を
認
め
て
い
る
か
の
三
つ
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い

(
鎚
)る《

①
の
基
準
を
用
い
た
判
例
と
し
て
は
宅
一

-
z
z
g判
決
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
認
。

死
刑
執
行
方
法
と
し
て
の
銃
殺
及
び
絞
殺
は
約
四
分
の
一
世
紀
に
わ
た
り

ユ
タ
準
州
内
で
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
現
在
に
お
い
て
も
軍
隊
で
は
銃
殺
刑

を
利
用
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
本
件
死
刑
宣
告
が
銃
殺
ま
た
は
絞
殺
に
よ

北法36(4・149)1387



料

(
m刊
)

る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
c

資

②
の
基
準
を
用
い
た
判
例
と
し
て
は
吋

g
u判
決
の
ウ
ォ

l
レ
ン
長
官

の
法
廷
意
見
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
籍
剥
奪
刑
が
犯
罪
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
科
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は

世
界
中
の
文
明
国
に
お
い
て
事
実
上
一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
国
連

の
調
査
に
よ
れ
ば
世
界
八
四
カ
国
中
逃
亡
罪
に
対
し
て
国
籍
剥
奪
刑
を
科
し

て
い
る
の
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
ト
ル
コ
の
二
カ
国
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

合
衆
国
に
お
い
て
も
第
八
修
正
は
こ
の
よ
う
な
刑
罰
を
禁
止
し
て
い
る
、
と

(
引
)

い
う
べ
き
で
あ
る
。

③
基
準
を
用
い
た
判
例
と
し
て
者
忠
吉
田
判
決
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

憲
法
条
項
の
意
義
は
発
展
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
い
意
味
に
限
定
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
世
論
が
人
柄
吻
正
義
に
よ
っ
て
啓
発
さ
れ
る
に
つ
れ
て
意
義
を

新
た
に
得
る
も
の
で
あ
る
。

(
m
m
)
 

ま
た
同
州
各
吉
田
O
ロ
〈
'
【
い
回
一
一
向
。
吋
口
一
郎
事
件
も
世
論
を
基
準
に
し
て
残
虐
・

異
常
な
刑
罰
に
あ
た
る
か
否
か
を
審
査
し
て
い
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
に
よ
れ
ば
麻
薬
常
用
は
軽
罪

(
B
U
号
ヨ

gロ
。
ご
と
定
め
ら
れ
て
お

(
似
)

り
、
違
反
者
は
九

O
日
以
上
一
年
以
内
の
懲
役
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
懲
役
刑
が
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
に
あ
た
る
か
否
か
に
つ
い
て

ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
の
法
廷
意
見
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

現
代
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
州
も
精
神
障
害
、
ら
い
病
、
性
病
に
か
か

っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
刑
事
犯
罪
に
あ
た
る
と
は
し
て
い
な
い
。
た
し
か

に
州
は
一
般
的
な
健
康
、
福
祉
に
関
す
る
権
限
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

権
病
者
に
対
し
て
隔
離
等
の
強
制
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な

が
ら
現
代
人
の
通
常
の
観
念

(g三巾ヨ匂
o
gミ
E
B山口
-20三
邑
岡
町
)

に
て
ら
し
た
場
合
、
こ
れ
ら
の
病
気
を
軽
罪
と
定
め
た
法
律
は
疑
い
な
く
残

虐
・
異
常
な
刑
罰
を
科
し
た
も
の
と
し
て
第
八
・
第
一
四
修
正
に
違
反
す
る

と
思
わ
れ
る
。
抽
象
的
に
い
え
ば
九

O
日
以
上
の
懲
役
刑
は
残
虐
で
も
異
常

で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
本
件
の
問
題
を
こ
の
よ
う
に
抽
象
的
に
考
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
か
ぜ
を
ひ
い
た
こ
と
を
処
罰
す
る
の
は
た
と
え
一
日
の

懲
役
刑
で
あ
っ
た
と
し
て
も
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
に
あ
た
る
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。
麻
薬
服
用
と
い
う
も
の
は
無
意
識
の
う
ち
に
常
習
癖
の
つ
く
、
い
わ

ば
病
気
と
同
じ
範
ち
ゅ
う
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
九

O
日
以
上
の
懲

(
町
四
)

役
刑
を
科
す
こ
と
は
残
虐
・
異
常
で
あ
る
。

以
上
、
本
節
を
ま
と
め
る
と
、
ニ

O
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
連
邦
最
高

裁
は
「
発
展
的
節
度
基
準
」
を
と
り
い
れ
第
八
修
正
を
弾
力
的
に
解
す

る
よ
う
に
な
り
、
原
始
的
な
拷
問
を
伴
わ
な
い
よ
う
な
特
定
の
刑
罰
も

第
八
修
正
に
反
す
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
の

こ
と
を
死
刑
に
あ
て
は
め
て
考
え
る
な
ら
死
刑
と
い
う
刑
罰
が
「
発
展

北法36(4・150)1388



アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(1)

的
節
度
基
準
」
に
反
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
①
死
刑
が
歴
史
的
に
利

用
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
②
他
の
法
域
に
お
い
て
刑
罰
と
し
て
死
刑
が

利
用
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
③
現
代
の
世
論
が
死
刑
を
容
認
し
て
い
な

い
場
合
に
は
、
死
刑
そ
の
も
の
が
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
に
あ
た
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
伺
叩
)
者
一

-
z
z
g
〈・

5
白
F

S

C・
ω
出
ニ

8
・

(
印
)
叫
印
品

C
ω
・∞由(回申印∞)

(
初
)

N

H

叶
巴

ω・ω品山町(回申
]

1

0

)

(η)
被
告
人
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
諸
島
合
衆
国
政
府
沿
岸
警
備
輸
送
局
面
目
白

巾
出
己
。
同
わ
C
回
出
円
。
口
町
出
『
己
白
ロ
円
四
吋
円
白
コ
印
匂
。
『

g
z
oロ
C
『
同
町
巾
己
口
一
円
巾
む

ωgi門巾由

。

0
5「ロ
g
mロ
件
。
同
岳
町
司
E
Z宅
一
口

m
E自
己
印
)
で
支
払
を
担
当
す
る
職

務
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
地
位
を
利
用
し
て
現
金
出
納
帳
(
出

g
各

σcor)

を
偽
造
(
支
出
を
水
増
)
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
・
即
お
お
・

(η)
』ミ・

フ
ィ
リ
ピ
ン
刑
法
典
第
三

O
O条
は
、
地
位
を
利
用
し
文
書
偽
造
の
罪

(
同
同
区
民
円
忠
一
cコ
)
を
犯
し
た
る
公
務
員
は

2
広吉田

Z
B
U
2弘
及
び
一

二
五

O
ぺ
ソ
以
よ
一
二
五

O
Oぺ
ソ
以
下
の
罰
金
に
処
す
、
と
規
定
し
て

い
る
。
N

ぇ
・
白
丹
ω
由
ω
一-

こ
の
円
白
色
巾

E
と
い
う
う
こ
と
ば
は
ス
ペ
イ
ン
語
で
『
鎖
』
を
意
味
し
ス

ペ
イ
ン
刑
法
典
第
四
章
一
節
に
由
来
す
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
刑
法
典
上

g己中

口
白
に
は

E
己

g白
芯
B
U
O
B一
と
円
白
色
巾
口
出
℃
巾
弓

2
E一
の
二
種
類
が
あ
り
、

前
者
は
一
一
一
年
以
上
二

O
年
以
下
の
懲
役
刑
で
あ
る

0
2仏巾
E
と
は
常
時
、

手
首
と
足
首
を
鎖
で
つ
な
ぎ
過
酷
で
苦
痛
を
伴
う
労
働
に
従
事
さ
せ
る
刑

罰
で
あ
る
。
さ
ら
に
付
加
的
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
と
し
て
禁
冶
産
宣
告
宏
君
ニ

5
Z
E
E
-
cロ
)
、
永
久
的
絶
対
的
公
職
資
格
剥
奪
(
宮

G
2
5
Z
Z
C
E
R

ezs-百
円
忠
一

g)
等
を
伴
う
。
ミ
目
白
ニ

g
l宏・
M
w
h
同
白
骨
ロ
∞
「
〉
【
U
甲

η

印
戸
〉
名
目
わ
同
452〉
同
吋
(
印
片
町
包
)

(
刀
)
フ
ィ
リ
ピ
ン
権
利
宣
言
も
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
を
禁
止
し
て
お
り
こ

れ
に
違
反
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る

O
R
巳
谷
印
'

(九
)

N

H

叶

C
ω

巳

ω
g・
こ
う
述
べ
た
あ
と
で
巧
ロ

r
q
g
p
関
巾
ヨ
ヨ
-m「・

0・
2
巴
等
の
判
決
を
引
用
し
確
認
し
て
い
る
。

(
万
)
ミ
・
巳

ω
3・
こ
の
よ
う
に
解
釈
を
拡
張
し
て
き
た
例
と
し
て
第
一
四

修
正
を
挙
げ
て
い
る
。

(
河
)
上
訴
人
は
第
二
次
世
界
大
戦
時
合
衆
国
軍
の
一
兵
卒
で
あ
り
、
軍
律

に
違
反
し
営
倉
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
が
そ
こ
か
ら
脱
出
し
た
。
軍
法
会
議

は
脱
走
罪
有
罪
で
、
三
年
間
の
重
労
役
、
給
与
の
停
止
、
除
隊
三
日
比

dog-

s
g巾
門
出
回
与
白
石
巾
)
を
宣
告
し
た
。

ω
g
c
ω
・同門∞叫

lg.

(η)
国
籍
法
四

O
一
条

(g)
は
逃
亡
者
は
市
民
権
(
叫
一

m
y
g
o内
包
巴

Ng目

白

E
U
)
を
失
う
と
規
定
し
て
い
た
が
、
一
九

O
四
年
の
国
籍
法
の
法
典
化
及

び
改
正
に
伴
い
、
逃
亡
罪
有
罪
確
定
者
は
国
籍
を
失
う
と
い
う
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
紅
巳

S
I
S
-
国
籍
法
は
一
九
四
四
年
に
再
改
正
さ
れ
逃

亡
罪
有
罪
確
定
者
は
解
任
(
佳
∞
B
U
S
-
)
ま
た
は
除
隊

a
g
z
g『白
gm

e
R
Y白
吋
岡
市
)
の
場
合
に
の
み
国
籍
を
失
う
と
さ
れ
た
。
∞

C-
∞
(
い
・
閣
に
∞
】

(
白
)
(
∞
)
・
し
た
が
っ
て
判
決
時
に
お
い
て
は
逃
亡
罪
有
罪
確
定
者
の
う
ち
誰

が
国
籍
を
失
う
か
に
つ
い
て
は
軍
当
局
の
完
全
な
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い

た
わ
け
で
あ
る
。

北法36(4・151)1389 



料

(
沌
)
判
決
結
果
に
賛
成
し
た
五
人
の
判
事
の
う
ち
ウ
ォ
1

レ
ン
長
官
の
意

見
に
同
調
し
た
の
は
ブ
ラ
ッ
ク
、
ダ
グ
ラ
ス
、
ホ
イ
テ
ツ
カ

1
の
三
判
事

で
あ
り
、
プ
レ
ナ
ン
判
事
は
市
民
権
の
得
喪
に
関
し
て
軍
当
局
も
連
邦
議

会
も
権
限
を
有
さ
な
い
と
の
同
意
意
見
を
書
い
た
。

フ
ラ
ン
ク
フ
ァ

l
タ
|
判
事
の
反
対
意
見
(
パ
1

ト
ン
、
ク
ラ

l
ク、

ハ
l
ラ
ン
の
三
判
事
が
向
調
)
は
司
法
謙
抑
主
義
の
立
場
か
ら
市
民
権
を

ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
は
連
邦
議
会
の
権
限
に
属
す
る
問
題
で
あ
る
と
し

た。
(内
)
ω
日∞

C
ω
・
2
5
c
t
s
-

(
凶
凹
)
内
h
-
C
B問
問
〈
目
。

g吋同一
P
品N
∞
d
.
ω
H
a
-
Z
ω
(忌
芯
)

(
引
出
)
相
内

R
U
w
g
h
vミ
白
片
岡
叶

5
・

(
m
U
)

最
高
裁
が
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
刑
罰

(
n
E
B国
丹
市
ヨ
宮
『
色
、
国
籍

剥
奪
刑
等
)
を
違
憲
と
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
刑
罰
を
拷
問
に
類
似
す
る

刑
罰
と
と
ら
え
て
い
た
と
い
う
ふ
う
に
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
後
掲
・

注
(
削
凹
)
参
照
。

資

(
m
m
)
ω
g
c・
ω・白円
HOH
・

(ω
凹
)
句
、
・
同
門
也
市
戸

こ
の
よ
う
に
ウ
ォ

l
レ
ン
長
官
が
国
籍
剥
奪
刑
と
死
刑
を
区
別
し
た
こ

と
に
つ
い
て
、
同
長
官
は
国
籍
剥
奪
刑
が
そ
れ
自
体
拷
聞
に
類
似
し
た
残

虐
刑
で
あ
る
と
解
し
て
い
た
、
と
説
く
論
者
も
あ
る

o
E
g
g
ω
ゎ
2
6
σ
巾=・

均

seミ
ミ

S
問
問
乱
立

s
h遣
問
員
同
き
S
F
U
S司
念
も
書
室
町
ミ

n
Eミ

ヨ
ピ
昌
訟
を
昌
ミ
ミ
ロ
。
ミ
ヨ
器
内
守

smw
め
足
、
道
幸
町

hcRW4.

同
町
∞
斗
〉
Z
司()問。

戸・自宅、・

3
p
g∞
3
2
8
S
ウ
ォ

l
レ
ン
長
官
の
意
見
を
こ
の
よ
う

に
と
ら
え
た
と
し
て
も
の
白
ヨ
匂
押

E-
の
い
う
よ
う
に
、
あ
る
刑
罰
が
拷
問
類

似
の
残
虐
刑
で
な
い
と
い
う
た
め
に
は
人
間
の
尊
厳
に
反
し
な
い
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
匹
、
・
同
門
g
c
N
・
そ
う
で
あ
る
な
ら
死
刑
自
体
に
つ

い
て
も
人
間
の
尊
厳
を
侵
す
も
の
か
否
か
を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
。

(お

)
ω
g
c・
ω・巳
HN印
(
明
，

S
ロ
E
Z
3巾F
』・門出明白巾周回昨日口問)・

(
山
町
)
の
司
}
仏

za-h号
、
ミ
白
己
吋
∞
∞
・
こ
の
よ
う
に
国
籍
剥
奪
刑
と
死
刑
と

を
区
別
し
な
い
考
え
方
に
反
対
し
、
前
者
は
違
憲
で
あ
っ
て
も
後
者
は
違

憲
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
説
く
論
者
も
い
る

o
z
o
F
M
z
t
n道内町

民
豆
地
門
、
苫
SRhH町
、
苫
誼
号
、

vsm昌
町
内
『
白
雲
町
白
書
片

HF内
め
HSMH白
ミ
守
町
内
3.若・

3
~
h
g・
3
出
馬
〈
〉
B
F
-
H
N雪
呂

町

-
E∞
!ω
由
(
芸
品
)
・
論
者

は]「

B
匂
判
決
は
他
の
刑
罰
に
よ
っ
て
も
立
法
目
的
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
違
憲
な
の
で
あ
っ
て
死
刑
の
違
憲
を
い
う
た
め
に
は
①
通
常
利
用

さ
れ
て
い
な
い
刑
罰
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
「
異
常
」
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
さ
ら
に
②
刑
罰
は
多
か
れ
少
な
か
れ
残
虐
性
を
伴
う
も
の
で
あ
る

以
上
、
違
憲
と
い
う
た
め
に
は
「
不
必
要
に
残
虐
」
で
あ
る
こ
と
|
す
な

わ
ち
、
③
非
人
道
的
か
つ
野
蛮
な
刑
罰
で
あ
る
こ
と
、
@
立
法
目
的
(
威

嚇
)
を
遂
げ
る
の
に
不
必
要
な
刑
罰
で
あ
る
こ
と

l
を
要
す
る
、
と
し
て

い
る
。
こ
の
検
討
は
第
二
章
に
譲
る
。

(
幻
)
内
h-
の
お
問
問
〈
の
巾
。
『
同
E
-
A
N∞
C
・
ω・
白
門
口
ω
・

・(ω
伺
)
の
c
E
U巾『同
-
M
R』司、白血門同叶∞
G
-

(
鈎
)
、
H
，

g
u
判
決
も
死
刑
が
「
発
展
的
節
度
基
準
」
に
反
し
な
い
と
す
る
の

に
①
基
準
を
用
い
て
い
る
。

ω
日∞己・

ω'
白
同
坦
坦
(
前
掲
・
注
(
刷
出
)
参
照
)
・

(
川
刊

)
g
c
ω
・
白
門
広

ω.

(引

)
ω
g
c・
ω
巳

H
O
N
-
S

巧
巾
巾
自
由
判
決
も
後
掲
③
基
準
の
他
に
②
基

北法36(4・152)1390



アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(l)

準
も
用
い
て
第
八
修
正
を
弾
力
的
に
解
し
て
い
る
o
M
Z
C
ω
・え
ω
き!∞
H

(川出
)

N

ミ
ピ

ω・由同
ω
吋∞・

(
m
m
)
ω
吋

-cω
・

8
-
2
8
N
)・

(
川
円
)
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
健
康
お
よ
び
安
全
に
関
す
る
法
典
(
わ
弘
氏
。

zu

E
S
P宮
山
口
弘

ω白内巾昨日『

ha巾
)
第
一
一
七
一
一
一
条
。

(釘

)
ω
吋C
C
-
ω
・
山
門
司
品
岳
町
吋

第
三
節

過
度
な
(
巾
同
日
回
目
ぞ
巾
)
刑
罰
の
禁
止

二
O
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
連
邦
最
高
裁
は
、
第
八
修
正
に
関
し
て
、

一
方
で
す
で
に
第
二
節
で
み
た
よ
う
な
寸
発
展
的
節
度
基
準
L

を
と
り

入
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
性
を
審
査
す
る
と
い

(%v 

う
手
法
を
用
い
た
。
。

B
E
n
-
は
、
第
八
修
正
が
模
倣
し
た
と
い
わ
れ
る

イ
ギ
リ
ス
権
利
章
典
は
元
来
犯
罪
に
対
し
て
過
度
で
不
均
衡
な
刑
罰
を

禁
止
す
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
合
衆
国
の
制
筆
者

の
と
っ
た
第
八
修
正
は
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
の
執
行
方
法
の
み
を
禁
止

し
て
い
る
と
い
う
解
釈
は
誤
り
で
あ
る
、
と
説
い
て
い
(
初
。
本
節
で
は

こ
の
よ
う
な
「
不
均
衡
」
理
論
を
と
っ
た
判
例
を
紹
介
し
(
第
一
款
)
、

検
討
す
る
(
第
二
款
)
。

第
一
款

判
例
の
紹
介

連
邦
最
高
裁
に
こ
の
手
法
を
初
め
て
導
入
し
た
の
は
。
云
巾
己
〈
・
ぐ
巾
ウ

5
0
2
門
主
併
で
反
対
意
見
を
書
い
た
フ
ィ
ー
ル
ド
判
事
で
あ
{
却
。
ヴ
ァ
!

へ
仙
川
W
〕

モ
ン
ト
州
法
は
酒
類
の
販
売
を
禁
止
し
て
い
る
制
、
被
告
人
は
こ
れ
に

違
反
し
て
三

O
七
の
訴
因

(g己
口
同
)
に
つ
き
六
六
三
ド
ル
の
罰
金
の
支

払
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
し
か
し
被
告
人
が
こ
れ
を
支
払
わ
な
か
っ
た
た
め

裁
判
の
結
果
、
一
九
九
一
四
日
(
五
四
年
と
百
数
十
日
)
の
懲
役
刑
に

処
せ
ら
お
山
。
こ
の
よ
う
な
刑
罰
が
犯
罪
に
対
し
て
不
均
衡
か
否
か
に

つ
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
刑
罰
が
唯
一
の
犯
罪
に
対
し
て
不
合
理
な

ほ
ど
に
厳
し
い
も
の
で
あ
る
な
ら
憲
法
上
の
問
題
も
生
じ
よ
う
が
、
本

件
は
非
常
に
多
く
の
犯
罪
に
対
す
る
刑
罰
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
憲
法
問
題
は
生
じ
な
い
、
と
し
て
被
告
人
の
主
張
を
斥
け
た

(
即
)

。
こ
れ
に
対
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
判
事
は
反
対
意
見
で
以
下
の
よ
う
に

述
べ
た
。

残
虐
・
異
常
な
刑
罰
の
禁
止
は
、
拷
聞
に
類
似
す
る
刑
罰
を
禁
止
す
る
の

み
な
ら
ず
、
過
度
に
長
期
に
わ
た
る
こ
と
、
も
し
く
は
過
度
に
厳
格
で
あ
る

こ
と
に
よ
っ
て
犯
罪
に
対
し
て
き
わ
め
て
不
均
衡
な
す
べ
て
の
刑
罰
を
禁
止

す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
要
求
さ
れ
る
保
釈
金
、
科
さ
れ
る
罰
金
、
刑

A

問
)

罰
そ
の
他
の
う
ち
、
過
度
な
も
の
を
す
べ
て
禁
止
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

本
件
の
よ
う
に
酒
類
販
(
慌
の
罪
に
科
さ
れ
る
五
四
年
も
の
労
役
務
は
過
度
な

刑
罰
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

北法36(4・153)1391 



料

法
廷
意
見
と
し
て
不
均
衡
理
論
を
最
初
に
採
用
し
た
判
例
と
し
て
は

巧
2
5印
判
決
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ッ
ケ
ナ
判
事
の
法
廷
意
見

は
「
刑
罰
は
:
犯
罪
に
対
し
て
均
衡
を
保
つ
べ
き
だ
と
い
う
の
が
正
義

{
防
}

の
定
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
文
書
偽
造
の
罪
に
対
し
て

資

科
さ
れ
る
円
白
骨

E
Z
B
U
O
B一
を
審
査
し
た
。

第
二
款

過
度
な
刑
罰
の
禁
止
の
検
討

以
上
見
た
よ
う
に
第
八
修
正
に
関
す
る
第
三
一
の
違
憲
審
査
基
準
と
し

(
附
)

て
判
例
は
犯
罪
と
刑
罰
と
の
聞
に
均
衡
性
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
テ

ス
ト
を
死
刑
に
て
ら
し
て
考
え
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
強
姦
殺

人
で
は
な
い
単
な
る
強
姦
罪
に
死
刑
を
適
用
す
る
こ
と
は
第
八
修
正
に

違
反
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
た

2
ユZ
E
1
の
申
し
立
て
を
却
下
し
た

(
即
)

河
口
品
。
民
〈

E
E
E自
由
事
件
で
反
対
意
見
を
表
明
し
た
、
コ
ー
ル
ド
パ
|

(
剛
)

グ
判
事
は
以
下
の
よ
う
に
説
示
し
た
。

①
わ
が
国
及
び
世
界
各
国
が
強
姦
罪
に
対
し
て
死
刑
を
適
用
す
る
の
に
反

対
し
て
い
る
傾
向
に
て
ら
し
て
み
れ
ば
、
強
姦
罪
に
死
刑
を
科
す
こ
と
は
「
発

展
的
節
度
基
準
」
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。

②
生
命
以
外
の
価
値
を
保
護
す
る
た
め
に
生
命
を
奪
う
と
い
う
こ
と
は
「
過

度
に
厳
格
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
犯
罪
に
対
し
て
き
わ
め
て
不
均
衡
な
刑
罰
」

を
憲
法
が
禁
止
し
て
い
る
こ
と
に
反
し
な
い
か
。

③
刑
罰
目
的
(
威
嚇
・
更
生
等
)
は
、
強
姦
罪
に
対
し
て
死
刑
よ
り
も
厳

し
く
な
い
刑
罰
(
た
と
え
ば
無
期
懲
役
刑
等
)
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

も
達
成
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

ゴ
ー
ル
ド
パ

l
グ
判
事
は
自
ら
の
論
文
の
中
で
、
②
、
③
の
過
度
の

厳
格
性
の
テ
ス
ト
は
強
姦
罪
に
対
す
る
死
刑
適
用
を
テ
ス
ト
す
る
場
合

だ
け
で
な
く
、
死
刑
そ
の
も
の
の
テ
ス
ト
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
「
例
防
止
さ
れ
る
べ
き

害
悪
と
比
べ
て
死
刑
そ
の
も
の
が
不
均
衡
な
ほ
ど
大
き
な
苦
痛
を
も
た

ら
す
と
す
れ
ば
、
ま
た
は
何
よ
り
過
酷
で
な
い
刑
罰
に
よ
っ
て
も
死
刑

と
同
じ
程
度
効
果
的
に
刑
罰
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ

(
間
)

ば
、
死
刑
そ
の
も
の
が
違
憲
と
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。

(
%
)
町
内
向
「
ヲ
向
足
、
さ
白
門
口
】
印

(
釘
)
の
「
由
巳
円
n
r
g
E
ミ

巳

定

P

∞
合
唱
∞
き
・

な
お
日
本
国
憲
法
第
三
六
条
の
「
残
虐
な
刑
罰
」
禁
止
条
項
に
つ
い
て

も
、
犯
罪
に
比
較
し
て
著
し
く
重
い
刑
罰
を
規
定
す
る
法
律
、
具
体
的
犯

罪
に
対
し
て
宣
告
刑
が
極
端
に
不
均
衡
で
あ
る
判
決
等
を
禁
止
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
参
照
宮
沢
俊
義
「
憲
法
H
(新
版
)
」
(
有
斐
閣

一
九
七
二
四
二

O
頁
、
佐
藤
幸
治
『
憲
法
』
(
青
林
書
院
新
社
一
九
八

一
)
四

O
六
頁
、
伊
藤
正
己
『
憲
法
』
(
弘
文
堂
一
九
八
二
)
三
二
八
頁
。
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アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(1)

(
m
m
)

に
ι
C
・
ω・ω
N
ω
(
H
S
N
)
・

(
M
m
)

の吋出
c
n門
戸
噌
印
刷

hLY島
田
仲
∞
お
-

(
削
)
一
八
八

O
年
改
正
の
ヴ
ァ

l
モ
ン
ト
州
法
第
一
六
九
章
三
八

O
O条

は
酒
類
の
製
造
、
販
売
、
供
給
、
引
渡
を
禁
止
し
て
お
り
、
同
条
違
反
は

三
八

O
ご
条
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
士
一
八

O
二
条

は
違
反
が
一
度
で
あ
る
場
合
に
は
一

0
ド
ル
の
罰
金
、
違
反
が
二
度
で
あ

る
場
合
に
は
二

0
ド
ル
の
罰
金
と
一
月
の
懲
役
、
三
度
以
上
の
違
反
の
場

合
に
は
各
々
の
違
反
に
つ
き
二

0
ド
ル
の
罰
金
と
、
=
一
月
以
上
六
月
以
下

の
懲
役
を
罰
則
と
し
て
定
め
て
い
る
。
ま
た
各
場
合
と
も
訴
訟
費
用
も
負

担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
削
)
四
五
七
の
訴
因
の
酒
類
販
売
違
反
に
つ
き
九
一
四

0
ド
ル
の
罰
金
と

四
七
一
一
ド
ル
九
六
セ
ン
ト
の
訴
訟
費
用
の
支
払
、
な
ら
び
に
一
月
間
の
矯

正
所
(
吉
己
紹
え
口

2
5
2
-
oロ
)
で
の
懲
役
を
も
命
ぜ
ら
れ
た
。
刑
期
終

了
時
ま
で
に
右
罰
金
と
訴
訟
費
用
が
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
さ
ら
に
二
八
八

三
六
日
の
懲
役
が
加
算
さ
れ
る
こ
と
も
言
渡
さ
れ
た
。

(
問
)
プ
ラ
ッ
チ
フ
ォ
ー
ド
判
事
の
法
廷
意
見
は
そ
も
そ
も
第
八
修
正
は
州

に
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
、
酒
類
等
の
経
済
規
則
は
州
の
権
限
で
あ
る
こ

と
等
を
理
由
に
原
審
の
判
断
を
確
認
し
た
。

(
附
)
広
品

C
ω
回
目
汁

ω
2
・

(
胤
)
』
《
・
由
同

ω
8・

(防

)
N
H
叶
巴
∞
巳

ω
ミ・

(
叫
叩
)
垣
内
町
ヨ
印
一
判
決
以
後
も
連
邦
最
高
裁
の
少
数
意
見
の
中
で
は
不
均
衡

テ
ス
ト
が
く
り
か
え
し
主
張
さ
れ
た
。
同
-
h
-
H
N
O
玄コ∞
O
ロ
〈

-n弘
氏
。

5
2・

ω
叶
c
c
m
丘
町
三
百
c
c包

2
・
]
g
D
E
q
Z間
)
「
犯
罪
と
著
し
く
均
衡

を
欠
く
よ
う
な
刑
罰
な
「
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
』
の
禁
止
に
含
ま
れ
る
。
」

ω
吋一山

d
目

ω
∞
∞
坦
(
呂
田
ω
)
(
岱
巾
三
田
}
。
同

n
m『己
O
吋白
HIC-

ダ
グ
ラ
ス
、
プ
レ
ナ
ン
判
事
が
向
調
。

。。
-aσ
巾司問・

h
R
H
V
可
白
血
門
同
叶
由
品

(
閉
山
)

(
剛
山
)

(
削
)

第
四
節

手
続
的
保
障

回
り
ロ
司
自
由
ロ
判
決
以
前
に
お
け
る
連
邦
最
高
裁
の
第
八
修
正
に
対
す
る
ア

プ
ロ
ー
チ
を
前
節
ま
で
紹
介
し
て
き
た
が
、
第
八
修
正
に
よ
っ
て
違
憲

と
さ
れ
た
事
件
は
巧
2
5
m
〈
台
三
円
包

ω
E丹巾
m
J
)

、『

3
U
〈・

0
己
而
ト

(
山
)

mcσ
ヨ
印
。
コ
〈
・
(
い
山
口
問
0
2
5
の
三
件
し
か
な
く
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
文

書
偽
造
の
罪
に
科
さ
れ
る

g
母
E
Z
S宮
司
丘
、
戦
時
中
の
逃
亡
罪
に

科
さ
れ
る
国
籍
剥
奪
刑
、
麻
薬
常
用
に
科
さ
れ
る
九

O
日
以
上
の
懲
役

刑
を
違
憲
と
し
た
も
の
で
死
刑
事
件
に
関
し
て
は
死
刑
は
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
執
行
方
法
に
さ
え
違
憲
の
判
断
を
下
し
た
こ
と
が
な
い
。
む
し
ろ

最
高
裁
は
こ
れ
ら
の
事
件
の
傍
論
中
で
死
刑
の
合
憲
性
を
確
認
し
て
い

る。
そ
の
後
、
最
高
裁
は
死
刑
事
件
の
憲
法
判
断
を
也
問
、
二

O
世
紀
中

葉
か
ら
死
刑
事
件
に
関
し
て
は
実
体
問
題
の
審
査
よ
り
も
む
し
ろ
手
続

(
出
)

的
保
障
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
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料

死
刑
事
件
に
お
い
て
手
続
的
保
障
が
問
題
と
な
る
兆
し
は
、
す
で
に

第
一
節
で
紹
介
し
た
円
。
巳
回
一
回

E
ミ
ミ
戸
司

E
R
g
〈
・
閉
山
自
宅
与

q
事

(
凶
)件
に
み
ら
れ
た
。
同
事
件
に
お
い
て
リ
ー
ド
判
事
の
法
廷
意
見
は
「
ア

ン
グ
ロ

l
ア
メ
リ
カ
法
は
伝
統
的
に
死
刑
執
行
の
際
に
不
必
要
な
苦
痛

を
科
す
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
理
由
な
く
(
者
白
ロ

ZD)
苦
痛
を
科
す
こ

マ

マ

(

凶

)

と
に
対
す
る
禁
止
は
一
六
八
八
年
の
権
利
章
典
に
由
来
す
る
」
と
述
べ

て
い
た
。
ま
た
の

B
E
n
-
も
「
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
と
は
、
法
律
に
よ

っ
て
許
さ
れ
て
い
な
い
、
ま
た
は
裁
判
所
の
科
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う

な
過
酷
な
刑
罰
を
意
味
し
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
理
由
な
く
、
ま
た
は
法
律
に
根
拠
を
も
た
な
い
刑
罰
を
科

す
こ
と
に
対
す
る
禁
止
は
当
然
に
手
続
的
保
障
を
要
請
す
る
。

資

本
節
で
は
二

O
世
紀
中
葉
か
ら
明
日
吉
山
口
判
決
に
至
る
ま
で
の
死
刑

の
手
続
的
保
障
に
関
す
る
判
例
を
紹
介
す
る
。

ヨ
己
巴
白
口
】
印
〈

z
g司
ペ
。
「
}
内

司
自
・
も

(m) 

被
告
人
は
第
一
級
謀
殺
罪
で
起
訴
さ
れ
た
。
陪
審
は
審
理
後
、
終
身

懲
役
刑
の
酌
量
勧
告
を
答
申
し
た
が
、
裁
判
所
は
こ
れ
に
よ
ら
ず
死
刑

を
宣
告
し
た
。
本
件
で
は
、
陪
審
に
示
さ
れ
な
か
っ
た
法
廷
外
で
得
た

事
実
を
裁
判
所
が
考
慮
し
て
死
刑
を
宣
告
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ

う
な
広
い
裁
判
所
の
宣
告
裁
量
の
行
使
が
デ
ュ
1

・
プ
ロ
セ
ス
に
反
し

な
い
か
が
争
わ
れ
た
。

〔
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
の
法
廷
意
見
〕

わ
が
国
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
で
は
、
法
の
定
め
る
範
囲
内
で
科
刑

す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
証
拠
の
情
報
源
お
よ
び
種
類
に
関
し
て
広
い
裁
量
の

行
使
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
特
定
の
被
告
人
の
過
去
の
生
活
、
習
慣
等
を
考

慮
す
る
こ
と
な
く
、
同
じ
犯
罪
に
は
同
じ
刑
罰
を
要
求
す
る
と
い
う
考
え
は

(
印
)

も
は
や
大
勢
を
占
め
な
い
。
歴
史
的
に
宣
告
機
関
に
対
し
て
裁
量
が
認
め
ら

れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
裁
判
所
が
死
刑
宣
告
の
際
に
、

宣
告
裁
量
の
行
使
の
一
部
と
し
て
法
廷
外
の
事
実
を
考
慮
し
た
こ
と
の
み
を

理
由
と
し
て
本
件
死
刑
宣
告
を
無
羽
仇
す
る
こ
と
が
デ
ユ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の

要
請
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

当

出

B 
印

〈。
r 
出
y 
c 
ヨ百1
PJとJ

。fhM

(
凶
)

被
告
人
は
謀
殺
罪
で
起
訴
さ
れ
終
身
懲
役
刑
の
宣
告
を
う
け
た
。
そ

の
六
カ
月
後
に
今
度
は
誘
拐
罪
で
起
訴
さ
れ
有
罪
答
弁
の
後
、
死
刑
を

(
凶
)

宣
告
さ
れ
た
。
被
告
人
は
こ
の
死
刑
宣
告
に
対
し
て
三
点
に
わ
た
る
デ

ュ
l
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
を
主
張
し
た
。

①
す
で
に
失
わ
れ
た
は
ず
の
被
告
人
の
記
録
、
前
科
を
州
に
主
張
さ
せ
る

こ
と
は
被
告
人
の
対
審
お
よ
び
反
対
尋
問
の
権
利
を
侵
害
す
る
。

②
一
謀
殺
罪
に
対
し
て
は
す
で
に
刑
の
宣
告
を
う
け
て
お
り
、
再
度
そ
れ
を

考
慮
し
て
、
誘
拐
罪
の
刑
罰
を
決
定
す
る
の
は
同
一
犯
罪
に
つ
き
二
度
処
罰

北法36(4・156)1394



アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(1)

す
る
こ
と
に
な
る
。

③
誘
拐
罪
に
対
す
る
死
刑
は
犯
罪
に
対
し
て
不
均
衡
な
刑
罰
で
あ
り
、
ま

た
以
前
に
究
極
的
な
(
己
昨
日
B
白
芯
)
犯
罪
で
あ
る
謀
殺
に
対
し
て
終
身
懲
役

が
科
せ
ら
れ
た
こ
と
と
比
べ
て
も
不
均
衡
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
被
告
人
の
主
張
を
連
邦
最
高
裁
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
斥
け
た
。
〔
ホ
イ
テ
ッ
カ

1
判
事
の
法
廷
意
見
〕

①
に
つ
い
て
は
-
度
被
告
人
が
有
罪
と
さ
れ
た
な
ら
ば
‘
宣
告
裁
判
官
は

刑
の
選
択
に
つ
き
公
開
法
廷
に
お
け
る
審
理
か
ら
ひ
き
だ
さ
れ
る
証
拠
に
よ

っ
て
制
約
を
う
け
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
デ
ュ
!
・
プ
ロ
セ
ス
に

反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

②
に
つ
い
て
は
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
法
の
下
で
は
謀
殺
と
誘
拐
は
別
個
の
犯
罪

で
あ
っ
て
、
裁
判
所
が
誘
拐
の
情
状
と
し
て
謀
殺
を
考
慮
す
る
こ
と
は
被
告

人
を
同
一
の
犯
罪
で
二
度
処
罰
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
デ

ュ
l
・
プ
ロ
セ
ス
に
反
し
な
い
。

③
に
つ
い
て
は
第
一
四
修
正
、
そ
の
他
の
憲
法
条
項
は
特
定
の
犯
罪
に
対

し
て
特
定
の
刑
罰
を
科
す
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
別
個
の

犯
罪
に
対
し
て
同
一
の
も
の
も
し
く
は
均
衡
の
と
れ
た
刑
罰
を
要
求
す
る
も

の
で
は
な
い
。

(

閉

山

)

ヨコ一げ}同巾
H
1
m
w
u
o
C
D

〈・ロロロ
O
H明

q
J
 

本
件
で
は
陪
審
の
構
成
が
問
題
と
な
っ
た
。
イ
リ
ノ
イ
州
法
は
謀
殺

罪
の
審
理
に
お
い
て
死
刑
に
対
し
て
良
心
的
に
疑
念
を
抱
い
て
い
る
、

ま
た
は
死
刑
に
反
対
し
て
い
る
と
述
べ
た
陪
審
員
を
忌
避
す
る
こ
と
を

(

凶

)

(

悶

)

定
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
死
刑
に
反
対
す
る
陪
審
員
を
排
除
し
た
倍

審
制
度
に
も
と
づ
い
て
下
さ
れ
た
死
刑
宣
告
が
デ
ュ

l
-
プ
ロ
セ
ス
に

反
し
な
い
か
が
争
わ
れ
た
。

〔
ス
チ
ュ
ワ

1
ト
判
事
の
法
廷
意
見
〕

死
刑
に
対
し
て
疑
念
を
抱
い
た
り
、
反
対
し
た
り
し
て
い
る
人
々
を
全
て

排
除
し
た
陪
審
は
陪
審
に
要
求
さ
れ
る
職
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

終
身
懲
役
刑
か
死
刑
か
を
選
択
す
る
陪
審
は
生
と
死
の
選
択
と
い
う
究
極
的

な
問
題
に
関
し
て
社
会

(
2
5
5ロコ
5
、
)
の
良
心
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
死
刑
の
有
効
性
を
信
ず
る
者
が
半
数
以
下
で
あ
る
よ
う
な

社
会
で
は
、
死
刑
に
疑
念
を
抱
い
た
り
、
反
対
し
た
り
し
て
い
る
人
々
を
排

除
し
て
構
成
さ
れ
る
陪
審
は
社
会
の
良
心
に
代
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
死
刑

に
一
般
的
に
反
対
し
、
ま
た
は
良
心
上
、
宗
教
上
の
疑
念
を
表
明
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
だ
け
を
理
由
に
こ
れ
ら
の
人
々
を
排
除
し
て
、
陪
審
が
構
成
さ

れ
る
場
合
に
は
死
刑
宣
告
は
執
行
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
い
か
な
る
被
告

人
も
こ
の
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
た
陪
審
に
死
を
委
ね
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
本
件
死
刑
宣
告
を
執
行
す
る
こ
と
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス

(
即
)

に
も
と
づ
か
ず
に
被
告
人
か
ら
生
命
を
奪
う
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

北法36(4・157)1395

凶

E
E
E
E
こ印
nrh

被
告
人
は
連
邦
誘
拐
法
(
叶

Z

F己
負
白
こ
ハ

E
E
U
U宮
内
〉
三
)
に

違
反
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
法
は
陪
審
の
死
刑
の
答
申
を
死
刑
宣
告



料

、
明

M
J

の
要
件
と
し
て
お
り
、
陪
審
審
理
を
放
棄
し
た
者
、
有
罪
答
弁
を
し
た

者
に
対
し
て
死
刑
を
科
す
規
定
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
よ

う
な
規
定
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
。

資

(
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
の
法
廷
意
見
〕

連
邦
誘
拐
法
の
下
で
は
、
陪
審
の
前
で
自
ら
の
有
罪
を
争
う
権
利
を
放
棄

し
た
被
告
人
は
死
刑
を
執
行
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
逆
に
、
卒
直
に
陪
審

に
よ
る
無
罪
放
免
を
求
め
る
被
告
人
は
陪
審
が
有
罪
・
死
刑
を
答
申
し
た
場

合
に
は
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。
本
件
に
お
け
る
問
題
は
、
こ
の
よ
う
に
陪
審

の
前
で
無
罪
を
主
張
す
る
被
告
人
に
の
み
死
刑
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

を
憲
法
が
認
め
て
い
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
当
該
規
定
の
不
可
避
的
な

効
果
と
し
て
、
第
五
修
正
の
有
罪
答
弁
を
し
な
い
権
利
、
第
六
修
正
の
陪
審

審
理
を
求
め
る
権
利
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
当
該
規
定
が
こ
の
よ
う

な
憲
法
上
の
諸
権
利
を
行
使
し
た
者
を
処
罰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら

の
権
利
の
主
張
を
羽
町
る
目
的
と
効
果
し
か
有
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
違
憲

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

∞。日「}内門口〈・

(
山
)

〉}白

σ担
当
国

phυ 被
告
人
は
コ
モ
ン
・
ロ

1
上
の
窃
盗
罪

(
g
E
g
g
-白老
gσσ
巾
弓
)

を
犯
し
た
が
、
有
罪
答
弁
を
し
て
積
極
的
な
弁
護
を
し
な
か
っ
た
た
め

陪
審
に
よ
っ
て
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
。

〔
ダ
グ
ラ
ス
判
事
の
法
廷
意
見
〕

有
罪
答
弁
が
刑
事
裁
判
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
憲
法
上

の
諸
権
利
は
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
自
己
に
不
利
益
な

供
述
を
強
制
さ
れ
な
い
権
利
が
第
五
修
正
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
。
こ
-

の
権
利
は
第
一
四
修
正
を
通
し
て
州
に
も
適
用
さ
れ
る
。
さ
ら
に
第
二
に
、

陪
審
審
理
を
う
け
る
権
利
、
第
三
に
、
自
己
に
不
利
な
証
人
と
の
対
審
を
求

め
る
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
連
邦
憲
法
上
の
権
利
を

放
棄
し
た
と
い
う
こ
と
は
記
録
か
ら
推
定
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
権
利
を
十

分
に
保
障
し
た
手
続
に
よ
ら
ず
下
さ
れ
た
死
刑
宣
告
を
確
認
し
た
ア
ラ
パ
マ

州
最
高
裁
の
判
断
は
破
棄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
二

O
世
紀
中
頃
か
ら
は
死
刑
事
件
が
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ

ス
違
反
と
し
て
争
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
た
。
連
邦
最
高
裁
は

当
初
こ
れ
ら
の
主
張
を
容
れ
な
か
っ
た
が
、
一
九
六
八
年
の
者
芹

2
2・

凹
℃
0
0
ロ
〈

-E-ロ
C
2唱

C
D
-
Z己
目
白
門
巾
ロ
〈
・
』
白
nw∞
。
ロ
お
よ
び
一
九
六
九

年
の
∞
。
MNrE
〈
〉
一
回
σ白
円
出
国
と
た
て
つ
づ
け
に
違
憲
判
決
を
う
ち
だ
し

た
。
こ
の
こ
と
は
死
刑
宣
告
に
つ
き
十
分
、
手
続
的
な
保
障
が
な
さ
れ

(
防
)

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
手
続
的
保

障
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
十
分
な
検
討
を
く
わ
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
が
、
以
下
の
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
一
章
の
結
び

に
か
え
た
い
。

北法36(4・158)1396 



アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(l)

最
高
裁
は
当
初
「
州
の
刑
事
政
策
は
第
八
修
正
に
よ
っ
て
テ
ス
ト
さ

{凶〉

れ
な
い
」
と
考
え
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
司
ロ
コ

g己
判
決
以
前
は
第
八

修
正
と
の
関
係
で
死
刑
の
違
憲
性
を
直
接
判
断
し
た
こ
と
は
な
く
、
む

し
ろ
傍
論
に
お
い
て
合
憲
で
あ
る
と
さ
え
し
た
。
最
高
裁
に
よ
れ
ば
、

た
だ
執
行
方
法
が
残
虐
・
異
常
な
場
合
に
違
憲
と
な
る
可
能
性
が
示
さ

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
現
在
各
州
の
用
い
て
い
る
執
行
方
法

で
は
な
く
、
拷
問
類
似
の
執
行
方
法
が
違
憲
と
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

非
死
刑
事
件
に
お
い
て
は
「
発
展
的
節
度
基
準
」
な
ら
び
に
「
過
度
の

刑
罰
の
禁
止
」
と
い
う
テ
ス
ト
が
第
八
修
正
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
き

た
が
、
死
刑
事
件
に
適
用
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
手
続
的
保
障
に
関
し
て
は
死
刑
事
件
に
お
い
て
も
何
度
か
違

憲
判
断
を
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
死
刑
事
件
に
お
い
て
死

刑
そ
の
も
の
の
憲
法
判
断
を
さ
け
て
き
た
最
高
裁
も
手
続
的
な
ア
プ
ロ

ー
チ
に
よ
っ
て
は
死
刑
を
違
憲
と
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
連
邦
最
高
裁
が
死
刑
そ
の
も
の
の
憲
法
判
断
を
さ
け
て
き

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
刑
事
件
に
お
い
て
度
重
ね
て
違
憲
の
主
張
が

さ
れ
て
き
た
背
景
に
は
死
刑
が
人
種
差
別
的
に
適
用
さ
れ
て
い
た
と
い

う
事
実
が
あ
っ
た
。
特
に
南
部
諸
州
で
は
白
人
婦
人
を
強
姦
し
た
黒
人

{
町
}

に
死
刑
を
適
用
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(川
)

N

H

吋
己

'ω
・
ω
会
(
】
泊
目
。
)
E

(

山

)

い

日

品

己

'ω
∞
品
(
包
印
∞
)
'

(
山

)
ω
叶
(
)
己

ω
白
血
{

)

(

H

U

A

町一山)・

(
山
)
吋
，

g匂
〈
・
ロ
=
一
一
巾
印
司

ω
g
c
ω
己
申
由
・
前
掲
・
注
(
削
例
)
参
照
。

(

山

)

の

cEσ
巾吋

m
F
S
Bミ
出
門
コ
∞
∞
-

(
川
)
宮
町
℃

7
2
2日
Z
3・
U
R
H忌
z
h

で
で
ぎ
り
待
ア
ロ
申

C
Z
2開
田
辺
、
H
，J
『

。

同

何

回

v
開

Z
Z印
ペ
戸
〈
〉

Z
日

hp

円、
.m開
〈
・
]
ケ
印
1
1
H
H
(
戸
市
山
市
山
号
)

(川
)

U

N

申

deω
品
一
山
由
(
】
司
令
)
・

(
印
)
』
ミ
忠
良
町
一
山
・

(
川
山
)
。
『
白
己

n
n
r
M

宮、S
E
∞沼

(
S
S
)

(

川

山

)

め

町

向

匂

〉

Z
Z日
円

い

甲

山

岨

臼

N
h
H
V
M
A
N

出
片
目
印

(
凶
)
お
吋
ピ

ω
-
N
2
2
唱
さ
)

(
凶
)
ニ
ュ

l
・
ヨ
ー
ク
州
刑
法
典
に
よ
れ
ば
、
陪
審
は
第
一
級
謀
罪
有
罪

答
坤
の
際
に
終
身
懲
役
刑
の
勧
告
を
つ
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
、
右
勧
告

に
基
づ
い
て
審
理
裁
判
所
は
終
身
懲
役
刑
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
o

Z
巾
宅
ペ
ミ
r
司
巾
コ
巳
h
c
己巾

mHog-同
こ
の
よ
う
な
陪
審
の
勧
告
が
な
い

限
り
、
第
一
級
謀
殺
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
者
は
死
刑
を
宣
告
さ
れ
る

o
z
g〈

4
0吋
昨

日

μ

巾口出

-no己巾間同{}品目山

(
凶
)
ω
ω
叶

戸

ω・
同
門
医
品
l

お
'

(
問
)
』
ミ
・
白
門
同
日
日
・

(凶

)
ω
印
∞

C.ω
印
叶
由
(
忌
印
由
)
・

(
防
)
州
法
に
よ
れ
ば
、
謀
殺
罪
は
死
刑
ま
た
は
終
身
懲
役
刑
に
処
せ
ら
れ

る
。
こ
の
選
択
は
陪
審
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
有
罪
答
弁
(
白
立

E

C
内
向
巴
口
々
)
の
あ
っ
た
場
合
は
裁
判
所
が
量
刑
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ

北法36(4・159)1397



料

て
い
る

o
o
r
g
-
ω
Z
H・・
5
印
Y

H，
x-NHW
閉叶()吋目

(
凶
)
州
法
に
よ
れ
ば
誘
拐
罪
は
死
刑
ま
た
は
十
年
以
上
の
懲
役
刑
に
処
せ

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

o
o
r
s・
ω
g
f
S印
H-
、吋回同

NY
間三日・

(問

)
ω
山田
H
C・
ω・印】
0
2
8∞)・

(
凶
)
呂
河
内
〈
目
安
田
f
n
g・
申
立
M
2
8
S
こ
の
規
定
は
改
正
さ
れ
、

単
に
両
当
事
者
は
正
当
な
理
由
に
も
と
づ
き
陪
審
員
を
忌
避
す
る
こ
と
が

で
き
る
、
と
だ
け
規
定
さ
れ
た
が

2
z
m巾〈
ω
S
F
-
n
g
-
山
口
日
品
(
仏
)
)
、

州
最
高
裁
は
閉
口
印
l

品
(
仏
)
は
改
正
前
の
明
記
ω
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
の
判
断

を
下
し
た
。
司
g
u
g
〈
-
z
o
σ
σ
F
N
N
O
Z
何日仏・

ι
2・
会
印
(
日
ロ
目
呂
田
由
)
・

(
凶
)
州
最
高
裁
の
解
釈
に
よ
れ
ば
巴
戸
河
内
出
〈
・

ω
g
f
n
ω
∞
・
明
記
ω
に{疋

め
る
陪
審
員
と
は
「
死
刑
を
宣
告
す
る
の
に
跨
踏
す
る
よ
う
な
陪
審
員
」

で
あ
る

o
F
5立
巾
〈
・
門
知
「
官
三
R
L
g
z
何
程
-
H
O
C
-
5
ω
(
E・
3
印∞)・

(
印
)
本
判
決
と
同
様
に
、
死
刑
に
反
対
す
る
人
を
排
除
し
て
構
成
さ
れ
た

陪
審
に
よ
る
死
刑
宣
告
は
違
憲
無
効
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
に
沼
恒
阿
君
巾
=

〈
∞
回
田
町
。
℃
・

ω
g
c・
ω
N昂
凶

(HSC)が
あ
る
。

(問

)
ω
申{}己

ω
印叶()(回申司法山)

(印

)
g
d・
ω
n
t
M
C
H
(白
)
・
連
邦
誘
拐
法
は
州
際
聞
の
誘
拐
を
禁
止
す

る
も
の
で
あ
り
、
陪
審
が
死
刑
を
答
申
し
た
場
合
に
死
刑
に
処
さ
れ
る
、

と
定
め
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

(問

)
ω
申
C
C
ω
・
包
印
∞
】

こ
の
よ
う
に
し
て
連
邦
最
高
裁
は
当
該
条
項
を
違
憲
無
効
と
し
た
が
、

連
邦
誘
拐
法
そ
の
も
の
を
違
憲
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
日
く
、
「
死
刑
を

科
す
条
項
が
他
の
連
邦
誘
拐
法
の
規
定
と
可
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
条
項
の
違
憲
が
法
律
全
体
の
違
憲
性

資

を
要
求
す
る
も
の
で
も
な
い
よ
丈
丘
町
∞
∞
・
さ
ら
に
「
死
刑
条
項
の
違

憲
性
は
州
際
聞
の
誘
拐
を
連
邦
犯
罪
と
定
め
る
連
邦
議
会
の
基
本
的
な
刑

事
目
的
の
違
憲
を
い
う
も
の
で
は
な
い
。
」
紅
白
昨
日
由
N

(問

)
ω
甲
山
口
・

ωNω
∞
(
5
3
)

(
防
)
死
刑
事
件
に
手
続
的
保
障
が
必
要
だ
と
す
る
論
稿
は
多
く
あ
る
。
め
S-

同

a
hよ

F
E
z
-
E
-
S
Y白血門
8
・
ロ
由

tg-
生
田
典
久
「
米
国
連
邦
最

高
裁
の
死
刑
違
憲
判
決
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
一
一
号
二
九
七
二
)
一
一
九

頁。
(
m
)
ω
N由己・
ω・白門
h
p

吋
0
2
2
3
(句『白ロ}内向ロユ巾
F
』

-noコ
門
戸
国
同
1

江
口
問
)

(
印
)
一
九
三

O
年
か
ら
一
九
六
七
年
ま
で
に
三
八
五
九
件
の
死
刑
執
行
が

あ
り
、
そ
の
う
ち
半
数
以
上
が
有
色
人
種
で
あ
る
。
さ
ら
に
後
者
の
九

O

%
以
上
が
白
人
女
性
を
強
姦
し
た
事
件
で
あ
る
。
。
。
Eσ
巾
G-
話
、
書
記

]{吋由日ロ・坦]{

な
お
死
刑
の
人
種
差
別
的
適
用
一
般
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
宮
印

R

E

a
包・

b
a円
3
3
3白
H
3芯

N
S
F
p
h
h
s
h
v
q
M
E
D
S
q
h
S

向。
s

s

尽
き
守

~
h
p塁
、
白
書
室
巴
¥
h
p
h

♀
R
R
H
h
E
H
H
a
q
¥

。
事
ミ
3

ω町
ゆ
え
司
苫
町
内
乱
、
高

lhっき
d
s
n
S
H
S
H
A凡
、

g
H
I句
吋

R
W対
話

S
0
・
h
S
H，
何
日
孟

-vF同

F.

c.N由同(同由一吋品)
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第
二
章

PH円
B
E判
決
か
ら
の

5
m
m
判
決
へ

|
|
死
刑
そ
の
も
の
の
違
憲
性
の
問
題

第
一
章
で
は

2
5
2判
決
に
至
る
ま
で
の
第
八
修
正
お
よ
び
死
刑



アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(1)

に
関
す
る
連
邦
最
高
裁
の
判
例
を
紹
介
・
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
考
察

か
ら
死
刑
に
関
し
て
以
下
の
四
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

①
死
刑
は
そ
の
執
行
方
法
が
残
虐
・
異
常
で
あ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
拷

問
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
場
合
、
違
憲
と
な
り
う
る
こ
と
。

②
社
会
が
変
化
す
れ
ば
ご
死
刑
そ
の
も
の
も
「
発
展
的
節
度
基
準
」
に

反
し
て
違
憲
と
な
り
う
る
こ
と
。

③
第
八
修
正
は
「
過
度
の
刑
罰
」
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
あ
る

犯
罪
に
対
し
て
死
刑
を
科
す
こ
と
が
著
し
く
均
衡
を
欠
く
場
合
に
は

違
憲
と
な
り
う
る
こ
と
。

④
死
刑
適
用
の
際
に
手
続
面
で
の
保
障
が
十
分
で
な
け
れ
ば
違
憲
と
な

n
j
つ
る
こ
と
。

こ
れ
ら
の
四
つ
の
違
憲
審
査
基
準
が
す
で
に
最
高
裁
の
用
意
す
る
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
死
刑
が
人
種
差
別
的
に
適
用
さ
れ
て
い
た
こ

(1) 

と
、
六

0
年
代
か
ら
死
刑
の
執
行
数
が
激
減
し
た
こ
と
、
各
州
に
お
い

(2) 

て
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
死
刑
の
廃
止
・
縮
減
が
提
案
さ
れ
て
い
た
こ
と
等

か
ら
す
れ
ば
、
死
刑
に
関
す
る
違
憲
の
判
断
が
下
さ
れ
る
の
も
当
然
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

一
九
七
二
年
に
遂
に
最
高
裁
は
死
刑
の
適
用
が
第
八
修
正
に
違
反
す

る
と
の
判
断
を
う
ち
だ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

2
5
2札
縦
で
あ

る
。
こ
の
判
決
は
五
対
四
と
い
う
僅
少
差
で
あ
り
、
異
例
に
も
全
判
事

が
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
を
表
明
し
、
し
か
も
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
も

の
が
一
様
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
明
日
目
白
ロ
判
決
以
後
、
各
州

は
死
刑
立
法
を
改
正
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
方
策
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ

り
、
ま
さ
に
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
死
刑
制
度
は
「
不
確
実
な
過
渡
的
状

況

(
g
n
q
g
g
zヨ
ー
コ
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態

は
一
九
七
六
年
ま
で
続
く
。
一
九
七
六
年
七
月
二
日
、
最
高
裁
は
五
件

の
死
刑
事
件
に
判
断
を
下
し
、
こ
の
状
態
は
一
応
の
終
熔
を
み
る
わ
け

で
あ
る
。

第
二
章
は
、
一
九
七
二
年
の
司
氏

5
2判
決
か
ら
一
九
七
六
年
の

の
5
m
m
札
町
民
に
至
る
ま
で
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
第
一
節
で
は

E
5山口

判
決
を
紹
介
し
、
第
二
節
で
は
死
刑
そ
の
も
の
の
違
憲
性
の
問
題
に
つ

い
て
の
お
照
町
一
判
決
で
は
ど
の
よ
う
に
決
着
を
つ
け
た
か
を
紹
介
し
、
か

っ
死
刑
そ
の
も
の
の
違
憲
性
の
問
題
に
関
す
る
議
論
を
整
理
し
て
い
き

た
し
。

(
1
)

一
一
一
井
誠
「
米
連
邦
最
高
裁
『
死
刑
違
憲
判
決
』
の
検
討
」
法
律
時
報

四
四
巻
一
二
号
ご
九
七
二
)
八
四
頁
。

(2)

同
右
、
八
五
頁
。

(3)

司ロコ吋
d
M

出回〈・の巾
O
司問
E
L
C∞
戸
ω-Mω
∞
(
H
S
N
)
・

(4)

句
、
・
白
丹
念
ω
(
∞
己
『
間
巾
円
唱
の
・
]
全
忽
巾
ロ
江
口
問
)

(5)

の
足
問
問
一
〈
・
。
冊
。
吋
岡
戸
品
N

∞巴・

ω・
5ω
・
一
九
七
六
年
七
月
二
日
に
下

北法36(4・161)1399 



料

さ
れ
た
他
の
四
判
決
と
は
①

pc皆
同
〈
・

2
0
1
E
L
g
c
-
ω
-
N戸
②

』

z
s
r
〈、
H
，

a
a
L
N∞己・
ω
-
M
R
③
君
。
。
分
。
ロ
〈
-
Z
O吋
S
P
E
-
-

吉

p

b
∞
C
ω
-
M∞0
・
④

ω
gロ
E
E印刷
g
Z
5
〈
-
E三回目白
E
L
N∞

C
・
ω・ω
N
日
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
判
決
は
死
刑
そ
の
も
の
の
合
憲
性
に
つ
い

て
は
の
足
問
問
判
決
を
引
く
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
本
章
で
は
こ

の
問
題
に
つ
き
の

R
m同
判
決
に
よ
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
四
判
決
の
詳
し

い
紹
介
・
検
討
は
第
三
章
に
譲
る
。

資

第

節

m，
cEH白
ロ
判
決

連
邦
最
高
裁
は

F
E
Eロ
判
決
の
前
年
に
刑
宣
告
の
際
の
陪
審
の
何

ら
の
制
約
も
な
い
裁
量
に
つ
い
て
合
憲
判
断
を
下
し
て
い
問
。
こ
れ
が

(7) 

冨
円
。
印

C
F印
判
決
で
あ
る
。

(8) 

被
告
人
は
第
一
級
謀
殺
罪
で
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
。
被
告
人
は
死
刑

宣
告
の
際
の
陪
審
の
何
ら
の
基
準
に
も
と
づ
か
な
い
裁
量
が
デ
ュ

l
・

プ
ロ
セ
ス
に
違
反
す
る
と
し
て
争
っ
た
。

(
凶
)

〔ハ

l
ラ
ン
判
事
の
法
廷
意
見
〕

ア
メ
リ
カ
の
死
刑
制
度
の
歴
史
が
命
令
的
死
刑
宣
告
法
(
ヨ
田
口

E
Zミ

号
担
任
問
】

g巳
q
m
g
z
g
m
)
の
過
酷
さ
を
排
除
す
る
た
め
に
陪
審
の
絶

(
日
)

対
的
な
裁
量
を
認
め
て
き
た
こ
と
を
述
べ
た
後
、
刑
宣
告
裁
量
に
基
準

を
設
け
よ
う
と
し
た
模
範
刑
法
典
(
富
。
門

E
P叩
E
-
n
o色
町
)
に
ふ
れ
、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

こ
の
基
準
が
宣
告
機
関
の
裁
量
の
行
使
に
つ
い
て
の
最
小
限
度
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
を
規
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
基
準

は
有
意
な
考
慮
事
由
を
完
全
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た

こ
の
基
準
は
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
考
慮
事
由
を
排
除
す
る
た
め
の
も
の
で
も

な
い
。
端
的
に
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
基
準
は
陪
審
が
そ
の
裁
量
を
行
使
す
る

に
あ
た
り
、
考
慮
す
べ
き
事
由
の
う
ち
の
い
く
つ
か
の
も
の
を
示
し
た
に
す

ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
基
準
は
死
刑
の
歴
史
が
当
初
か
ら
示
し
て
き
た
よ
う
に

「
基
準
」
を
た
て
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
歴
史
、
経
験
、
お
よ
び
現
代
の
人
間
の
叡
知
の
限
界
に
て
ら
せ

ば
、
死
刑
事
件
に
お
い
て
生
か
死
か
を
決
め
る
権
限
を
陪
審
の
何
の
拘
弗
も

な
い
裁
量
に
委
ね
る
こ
と
が
憲
法
に
違
反
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
最
高
裁
は
一
九
七
一
年
の
冨
円
。
白
己
吾
血
判
決
で
は
陪
審

の
裁
量
を
合
憲
と
し
た
。
同
判
決
は
死
刑
そ
の
も
の
の
合
憲
性
に
直
接

ふ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
死
刑
の
合
憲
性
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
翌
年
、
連
邦
最
高
裁
は
死
刑
事
件
で
初

め
て
の
違
憲
判
断
を
下
し
(
問
。
こ
の

2
5
2札
制
は
五
対
凪
官
、
被

告
人
に
科
せ
ら
れ
た
死
刑
宣
告
は
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
に
あ
た
り
第
八

修
正
、
第
一
四
修
正
に
違
反
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
「
判
決
書
は

二
四
三
頁
に
も
及
び
:
:
:
、
ご
く
最
近
の
も
の
も
含
め
て
一

O
O種
以
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アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(1)

上
に
も
及
ぶ
論
文
、
統
計
等
を
引
証
し
た
詳
細
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の

う
え
、
『
死
刑
は
誰
も
が
何
か
を
諮
る
』
た
ぐ
い
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示
す
か
の
よ
う
に
、
異
例
に
も
、
全
裁
判
官
が
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
を
表

明
し
た
か
ら
、
あ
た
か
も
本
判
決
は
、
死
刑
に
関
す
る
小
論
文
集
の
様

(
日
山
)

な
観
さ
え
あ
」
り
、
し
か
も
各
判
事
の
論
拠
と
す
る
と
こ
ろ
も
一
定
で

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
同
判
決
以
後
、
各
州
は
同
判
決
に
こ
た
え
る
た

め
さ
ま
ざ
ま
な
立
法
を
制
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
司

R
呂
田
口
判

決
は
死
刑
事
件
に
関
し
て
き
わ
め
て
重
大
な
判
決
で
あ
り
、
死
刑
の
合

憲
性
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
論
点
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
九
判
事
の
意

見
を
す
べ
て
こ
こ
に
紹
介
す
る
。

〔
ダ
グ
ラ
ス
判
事
の
意
見
〕

本
件
の
問
題
は
、
死
刑
を
科
す
る
こ
と
及
び
、
そ
の
執
行
が
、
第
一
四
修

正
を
通
し
て
州
に
も
適
用
さ
れ
る
、
第
八
修
正
の
「
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
」

に
あ
た
る
か
ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
死
刑
の
執
行
は
ま
さ
に
第
八

及
び
第
一
四
修
正
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
判
決
は
無
効
と
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。

判
例
上
、
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
求
が
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
を
禁
止
し
、

ま
た
こ
れ
は
立
法
を
も
拘
束
す
る
と
い
う
の
は
確
立
し
た
原
理
で
あ
る
。
ま

た
「
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
」
と
い
う
概
念
は
閏
定
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
時

代
に
応
じ
て
変
遷
す
る
。
死
刑
が
、
人
種
、
宗
教
、
富
、
社
会
的
地
位
に
よ

っ
て
差
別
的
に
適
用
さ
れ
る
な
ら
、
あ
る
い
は
、
以
上
の
よ
う
な
事
由
に
も

と
づ
く
偏
見
の
は
た
ら
く
余
地
を
与
え
る
手
続
の
も
と
で
死
刑
が
科
さ
れ
る

な
ら
、
「
異
常
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
疑
い
の
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。

権
利
章
典
や
死
刑
の
歴
史
に
て
ら
し
て
み
る
な
ら
ば
、
法
の
下
の
平
等
が

保
障
さ
れ
て
い
る
国
で
は
、
カ
l
ス
ト
の
存
在
は
許
さ
れ
な
い
。
宣
告
機
関

が
死
刑
を
科
す
際
に
有
し
て
い
る
裁
量
は
、
貧
し
い
者
、
政
治
的
弱
者
、
及

び
人
気
の
な
い
少
数
者
に
不
利
に
は
た
ら
き
、
逆
に
、
社
会
的
立
場
の
優
位

な
人
を
救
う
、
と
い
う
よ
う
に
選
択
的
に
行
使
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
古

代
ヒ
ン
ズ
ー
法
で
は
バ
ラ
モ
ン
に
は
死
刑
の
適
用
が
な
く
、
ま
た
社
会
的
身

分
に
よ
っ
て
刑
が
軽
減
さ
れ
て
い
た
。
私
は
、
死
刑
が
裁
量
的
か
つ
不
公
平

に
科
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
恐
れ
と
と
も
に
、
富
め
る
者
が
、

名
望
、
才
略
を
兼
ね
備
え
た
有
能
な
弁
護
士
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結

果
不
公
平
が
生
じ
る
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
上
古
代
ヒ
ン
ズ
ー
法

と
同
様
の
事
態
を
生
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
恐
れ
を
い
だ
い
て

い
る
。
第
八
修
正
の
「
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
」
は
、
立
法
者
に
対
し
て
は
公

平
で
、
窓
意
的
で
な
い
刑
法
の
制
定
を
要
求
し
、
裁
判
官
に
対
し
て
は
人
気

の
な
い
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
選
択
的
適
用
を
禁
じ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
裁
量
的
規
定
は
運
用
面
に
お
い
て
違
憲
と
な
る
。

〔
プ
レ
ナ
ン
判
事
の
意
見
〕

第
一
四
修
正
を
通
し
て
州
に
も
適
用
さ
れ
る
第
八
修
正
の
「
残
虐
・
異
常

な
刑
罰
」
を
起
草
過
程
や
最
高
裁
先
例
等
に
ふ
れ
な
が
ら
詳
細
に
分
析
し
た

結
果
、
死
刑
が
「
残
虐
・
異
常
な
刑
罰
」
に
あ
た
る
と
い
う
た
め
に
は
、
死

刑
が
、

ω異
常
な
ま
で
に
過
酷
な
も
の
で
あ
る
か
奇
か
、

ω窓
意
的
に
科
さ
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料

れ
て
い
る
と
い
う
高
い
蓋
然
性
が
あ
る
か
否
か
、

ω実
質
的
に
現
代
社
会
に

お
い
て
拒
絶
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
凶
よ
り
過
酷
で
な
い
刑
罰
以
上
に
効
果

的
に
刑
罰
目
的
を
満
た
し
て
い
る
か
否
か
、
と
い
う
四
つ
の
テ
ス
ト
に
よ
り

審
査
さ
る
べ
き
だ
、
と
し
、
そ
の
審
査
の
結
果
、
死
刑
は
第
八
修
正
に
反
す

る
こ
と
に
な
る
、
と
述
べ
た
。

ω死
刑
が
異
常
な
ま
で
に
過
酷
で
あ
る
か
否
か
、
に
つ
い
て
。

死
刑
の
異
常
な
苛
酷
さ
は
、
そ
の
終
局
性
と
凶
悪
性
に
あ
る
。
死
刑
は
、

国
籍
剥
奪
刑
と
同
様
に
被
告
人
の
政
治
的
存
在
な
ら
び
に
社
会
に
お
け
る
地

位
を
奪
い
、
さ
ら
に
国
籍
剥
奪
刑
と
異
な
り
生
存
そ
の
も
の
ま
で
を
も
奪
っ

て
し
ま
う
。
死
刑
は
完
全
に
、
「
権
利
を
有
す
る
権
利
」
の
可
能
性
ま
で
を

も
奪
っ
て
し
ま
う
。
ま
さ
に
死
刑
は
、
執
行
さ
れ
る
人
間
の
人
間
性
を
否
定

す
る
、
恐
る
べ
き
刑
罰
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
懲
役
囚
は
信
教
の
自
由
等
の
基
本
権
を
有
し
て
お
り
、
デ

ユ
l
・
プ
ロ
セ
ス
、
平
等
保
護
条
項
の
適
用
も
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
し
、

裁
判
所
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
懲
役
刑
は
回
復
不
能

な
刑
罰
と
は
い
え
な
い
。

ω死
刑
が
窓
意
的
に
科
さ
れ
て
い
る
と
い
う
強
い
蓋
然
性
が
あ
る
か
否
か
、

に
つ
い
て
。

こ
の
四

0
年
間
の
人
口
と
死
刑
犯
罪
の
急
激
な
増
加
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

逆
に
死
刑
執
行
数
は
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
死
刑
が
規
則
正
し
く

公
平
に
適
用
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
こ
れ
を
払
拭
す
る
に
は
、
窓

意
的
に
科
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
明
瞭
に
示
す
立
証
が
必
要
で
あ

る
。
「
で
た
ら
め
に
、
か
っ
:
:
・
気
ま
ぐ
れ
に
(
君
田
口
ぢ
己
目
、
田
口
己
:
:
:
骨
E
E
e

岱
ぞ
ご
科
さ
れ
る
と
ま
で
立
証
す
る
に
は
、
さ
ら
に
事
実
が
必
要
だ
ろ
う

資

が
、
怒
意
的
で
あ
る
可
能
性
が
十
分
強
い
。

印
実
質
的
に
現
代
社
会
に
お
い
て
拒
絶
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
に
つ
い
て
。

死
刑
は
我
々
の
歴
史
を
通
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
刑
罰
で
は
あ
る
が
、
こ

，
の
歴
史
は
常
に
死
刑
制
約
・
減
少
の
歴
史
で
あ
り
、
今
日
に
至
つ
て
は
死
刑

は
ま
れ
な
刑
罰
と
な
っ
て
い
る
。

凶
よ
り
過
酷
で
な
い
刑
罰
以
上
に
効
果
的
な
刑
罰
目
的
に
満
た
し
て
い
る

か
否
か
、
に
つ
い
て
。

ま
ず
威
嚇
カ
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
死
刑
の
方
が
無
期
懲
役
以
上
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
は
立
証
不
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
応
報
と
い
う
点
に
つ
い

て
も
、
死
刑
が
懲
役
刑
以
上
に
効
果
的
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
出
し
え
な
い
。

北法36(4・164)1402

以
上
、
要
す
る
に
死
刑
は
・
四
つ
の
基
準
の
ど
れ
と
も
反
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
違
憲
で
あ
る
。

〔
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
の
意
見
〕

死
刑
は
他
の
刑
罰
と
量
的
で
は
な
く
て
、
質
的
に
巽
な
る
。
そ
れ
は
人
間

性
の
概
念
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
る
す
べ
て
の
も
の
を
放
棄
す
る
と
い
う
点

で
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
刑
事
裁
判
の
基
本
的
目
的
で
あ
る
と

こ
ろ
の
犯
罪
人
の
更
正
を
拒
否
す
る
と
い
う
点
で
も
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
さ

ら
に
人
間
性
の
概
念
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
る
す
べ
て
の
も
の
を
放
棄
す
る

と
い
う
点
に
お
い
て
も
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
件
死
刑
宣
告
を
検
討
す
る
と
、
ま
ず
第
一
に
、
死
刑
は
程
度
に

お
い
て
で
は
な
く
質
的
に
、
他
の
刑
罰
と
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
、
と
い

う
意
味
に
お
い
て
「
残
虐
」
で
あ
る
。
第
二
に
、
死
刑
は
殺
人
に
ま
れ
に
し



か
適
用
さ
れ
ず
、
強
姦
に
は
さ
ら
に
ま
れ
に
し
か
適
用
さ
れ
な
い
、
と
い
う

意
味
に
お
い
て
「
異
常
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
加
え
て
、
死
刑
は
、
き
ま
ぐ
れ

に
選
択
さ
れ
た
少
数
の
人
々
に
適
用
さ
れ
る
、
と
い
う
意
味
か
ら
も
「
残
虐
・

異
常
」
で
あ
る
。
ゆ
え
に
死
刑
は
第
八
及
び
第
一
四
修
正
に
反
す
る
。

アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例におげる死刑の違憲審査基準(I)

〔
ホ
ワ
イ
ト
判
事
の
意
見
〕

本
件
死
刑
宣
告
の
合
憲
性
に
関
す
る
問
題
と
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
①
立
法
者
は
殺
人
や
強
姦
に
対
し
て
死
刑
を
科
す
る
権
限
を
有

し
て
お
り
、
②
立
法
者
は
特
定
の
ケ

l
ス
に
死
刑
を
命
じ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
裁
判
所
や
倍
審
に
そ
の
決
定
を
委
ね
て
い
る
。
③
裁
判
所
や
陪
審
は
ま

れ
に
し
か
死
刑
を
命
じ
な
い
。
こ
の
三
点
か
ら
上
訴
人
に
対
す
る
死
刑
の
執

行
が
第
八
修
正
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

死
刑
は
ご
く
ま
れ
に
し
か
適
用
さ
れ
な
い
の
で
、
そ
の
威
嚇
力
は
十
分
信

頼
に
た
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
し
か
に
死
刑
は
辞
書
的
な
意
味
で
は
残
虐
で
あ
る
が
、
憲
法
上
の
意
味

で
は
そ
う
は
考
え
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
死
刑
は
、
ご
く
ま
れ
に
し
か
適
用
さ
れ
ず
、
そ
れ
ら
の
少
数
適

用
例
に
お
い
て
、
死
刑
が
科
せ
ら
れ
る
べ
き
か
、
否
か
を
区
別
す
る
の
に
十

分
な
根
拠
が
存
在
し
て
な
い
。

〔
マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
の
意
見
〕

第
八
修
正
の
成
立
過
程
及
び
そ
の
歴
史
的
経
緯
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
残

虐
・
異
常
と
い
う
語
句
は
、
「
発
展
的
節
度
基
準
」
か
ら
導
き
出
さ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
判
断
す
る
た
め
に
は
次
の
四
つ
の
テ
ス
ト
が

用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
①
当
該
刑
罰
が
不
必
要
な
肉
体
的
苦
痛
を
伴
う

か
否
か
、
②
当
該
刑
罰
が
歴
史
的
に
利
用
さ
れ
て
き
た
か
否
か
、
③
刑
罰
が

過
度
で
あ
り
、
か
つ
何
ら
の
立
法
目
的
も
有
し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
残

虐
か
つ
異
常
な
刑
罰
で
あ
る
、
④
刑
罰
が
過
度
で
な
く
、
有
効
な
立
法
目
的

が
存
し
よ
う
と
も
、
国
民
感
情
が
そ
れ
を
忌
み
嫌
う
な
ら
違
憲
と
な
る
。

こ
れ
ら
四
基
準
の
う
ち
、
①
に
つ
い
て
は
死
刑
は
不
必
要
な
肉
体
的
苦
痛

を
伴
う
も
の
と
考
え
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
ま
た
②
に
つ
い
て
は
死
刑
は
現
代

的
現
象
で
な
い
た
め
、
こ
こ
で
判
断
す
る
必
要
は
な
い
。
か
く
し
て
、
死
刑

の
合
憲
性
を
テ
ス
ト
す
る
た
め
に
は
、
③
と
④
の
テ
ス
ト
が
採
用
さ
れ
る
。

ま
ず
第
一
に
③
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

立
法
尺
け
e

J

て
は
、
③
応
報
、
⑧
威
嚇
、
@
再
犯
防
止
、
⑨
有
罪
答
弁

と
自
白
の
奨
励
、
⑧
優
生
学
上
の
目
的
、
⑧
経
費
、
の
六
つ
が
考
え
ら
れ
る
。

以
下
こ
れ
ら
各
々
を
検
討
す
る
。

③
応
報
と
し
て
の
刑
罰
は
長
い
間
学
者
の
批
判
を
う
け
、
ま
た
第
八
修
正

自
身
も
、
刑
罰
が
復
讐
と
同
じ
に
な
る
の
を
避
け
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
第
八
修
正
の
歴
史
は
「
た
め
に
す
る
応
報
」
は
不
適
切
で
あ

る
と
い
う
結
論
の
み
を
支
持
す
る
。

⑧
い
く
つ
か
の
学
説
を
引
用
し
な
が
ら
、
死
刑
は
現
代
社
会
に
お
い
て
犯

罪
を
抑
止
す
る
も
の
と
し
て
必
要
不
可
欠
の
も
の
と
は
い
え
な
い
、
と
結
論

し
て
い
る
。

@
再
犯
防
止
と
い
う
目
的
は
確
実
に
満
た
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
一
度
処
刑

さ
れ
た
ら
、
再
び
他
の
犯
罪
を
犯
す
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

も
し
死
刑
が
再
犯
防
止
だ
け
を
根
拠
と
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
過
度
で

あ
る
。
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⑨
有
罪
答
弁
の
奨
励
の
た
め
に
死
刑
が
利
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
第

六
修
正
の
裁
判
を
う
け
る
権
利
の
行
使
を
妨
げ
る
疑
い
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

有
罪
答
弁
と
自
白
の
奨
励
の
た
め
に
死
刑
が
用
い
ら
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
刑

罰
目
的
の
た
め
の
利
用
と
は
い
え
な
い
。

②
こ
の
点
で
最
も
重
要
な
こ
と
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ

カ
で
は
従
来
刑
罰
目
的
の
ひ
と
つ
と
し
て
優
生
目
的
を
明
示
し
た
こ
と
は
な

い
の
だ
か
ら
、
も
し
そ
の
よ
う
な
目
的
を
刑
罰
に
与
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
立

法
府
は
そ
の
こ
と
を
明
示
し
、
か
っ
こ
の
目
的
に
役
立
つ
手
続
を
定
め
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
以
上
の
事
態
に
至
る
ま
で
は
、
死
刑
は
優
生
目
的
と
い
う

見
地
か
ら
は
正
当
化
で
き
な
い
。

⑤
経
費
の
問
題
も
誤
っ
て
い
る
。
社
会
に
と
っ
て
死
刑
囚
は
生
産
的
メ
ン

バ
ー
で
は
な
く
、
ま
た
執
行
に
は
経
費
が
か
か
る
。

以
上
か
ら
、
死
刑
は
過
度
で
、
不
必
要
な
刑
罰
で
あ
り
、
第
八
修
正
に
違

反
す
る
。

さ
ら
に
④
の
点
に
つ
い
て
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
刑
罰
目
的
と
そ
の
結
果
に
関
し
て
十
分
に
情
報
を

与
え
ら
れ
た
国
民
が
、
刑
罰
が
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
か
つ
不
正
で
認
容
で
き
な
い

と
感
じ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
見
地
か
ら
判
断
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
実
際
、
ア
メ
リ
カ
市
民
は
死
刑
に
関
し
て
ほ
と
ん
ど
‘
何
も
知

ら
な
い
。

し
か
し
、
以
下
の
よ
う
な
事
実
を
知
る
な
ら
ば
、
通
常
の
市
民
は
死
刑
が

良
心
や
正
義
感
を
損
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
事
実
と
は
、
ま
ず
第
一
に
、
死
刑
に
関
す
る
差
別
的
運
用
が
あ
げ
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
黒
人
は
白
人
に
対
し
て
そ
の
人
口
比
以
上
に
多
く
処
刑

資

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
女
性
よ
り
も
男
性
に
多
く
適
用
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、

貧
者
、
無
知
者
、
社
会
の
恵
ま
れ
な
い
人
々
(
ロ
邑
巾
弓
ュ
i
r岡
市
仏
)
に
多
く

適
用
さ
れ
て
い
る
。

第
二
応
、
誤
判
の
可
能
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
三
に
、
刑
事
裁
判
過
程
の
歪
曲
が
あ
る
。
刑
事
司
法
制
度
の
根
本
と
し

て
の
死
刑
の
存
在
は
刑
事
司
法
を
混
乱
さ
せ
る
。
犯
罪
人
の
更
正
と
処
置
に

障
害
と
な
っ
て
い
る
。
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以
上
の
考
察
か
ら
死
刑
は
第
八
修
正
に
違
反
す
る
。

〔パ

l
ガ

l
長
官
の
反
対
意
見
〕
(
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
、
パ
ウ
エ
ル
、
レ

ー
ン
キ
ス
ト
の
三
判
事
同
調
)

死
刑
の
合
憲
性
の
問
題
に
関
し
て
、
先
例
拘
束
と
、
司
法
審
査
の
役
割
と

い
う
二
点
を
中
心
的
論
点
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
六
点
に
わ
た
っ
て
詳
述

し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。

付
、
第
八
修
正
の
解
釈
の
し
方
と
し
て
、
死
刑
が
、
日
常
の
言
葉
の
意
味

に
お
い
て
「
残
虐
」
で
あ
る
と
か
、
そ
の
適
用
例
の
少
な
さ
ゆ
え
に
「
異
常
」

で
あ
る
と
か
い
う
安
易
な
議
論
に
は
納
得
で
き
な
い
。

口
、
第
八
修
正
制
定
以
来
一
八
一
年
間
、
死
刑
の
合
憲
性
に
疑
義
を
は
さ

む
よ
う
な
最
高
裁
判
例
は
一
つ
も
な
い
。

他
方
、
残
虐
性
の
基
準
は
、
道
徳
的
判
断
の
具
体
化
で
あ
り
、
こ
の
基
準

の
適
用
可
能
性
は
社
会
の
変
化
に
つ
れ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
分
野
で
は
裁
判
所
は
静
観
を
守
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
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と
が
意
味
す
る
も
の
は
、
民
主
社
会
に
お
い
て
国
民
の
道
徳
的
価
値
と
意
思

に
答
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
は
、
裁
判
所
で
は
な
く
立
法
府
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

日
、
立
法
府
の
判
断
に
対
す
る
伝
統
的
な
服
従
を
放
棄
す
る
ほ
ど
に
死
刑

が
社
会
の
良
心
に
反
す
る
、
と
い
う
こ
と
の
明
ら
か
な
例
証
は
何
も
存
在
し

な
い
。
こ
の
点
、
例
え
ば
適
用
。
少
な
さ
は
、
死
刑
が
耐
え
難
い
ほ
ど
残
虐

で
文
明
的
で
な
い
、
と
い
う
結
論
を
導
く
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
陪
審
の
裁
量
の
問
題
は
、
一
年
前
の
玄
円
。

E
岳
山
〈
・
ゎ
丘
町
内
。
ョ
戸

品

E
N
C
-
ω
-
H
8
2
S
H
)
で
肯
認
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。

師
、
死
刑
は
刑
罰
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
「
不
必
要
に
残
虐
な
し
刑

罰
で
あ
り
、
第
八
修
正
に
違
反
す
る
と
い
う
違
憲
主
張
が
な
さ
れ
る
。

こ
の
場
合
死
刑
に
関
し
て
問
題
と
な
る
刑
罰
目
的
は
、
応
報
と
威
嚇
で
あ

る
。
第
八
修
正
は
応
報
を
排
除
し
て
お
ら
ず
、
最
高
裁
も
応
報
を
刑
罰
の
正

当
な
一
側
面
と
し
て
常
に
前
提
と
し
て
き
た
。

ま
た
威
嚇
の
問
題
に
関
し
て
は
、
死
刑
廃
止
に
賛
成
す
る
者
は
威
嚇
カ
が

な
い
と
い
う
し
、
存
置
に
賛
成
す
る
者
は
威
嚇
力
が
な
い
と
い
う
例
証
は
何

も
な
い
と
い
う
。
死
刑
の
威
嚇
力
の
挙
証
責
任
を
州
に
負
わ
せ
る
な
ら
、
無

期
懲
役
や
他
の
刑
罰
に
関
し
て
も
州
は
挙
証
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な

る
。
威
嚇
カ
が
あ
る
こ
と
を
州
が
立
証
し
え
な
い
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
刑
罰
が

第
八
修
正
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

回
、
ス
チ
ュ
ワ
!
ト
、
ホ
ワ
イ
ト
両
判
事
の
同
意
意
見
の
ポ
イ
ン
ト
は
宣

告
機
関
の
自
由
裁
量
に
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
一
年
前
に
最
高
裁
が
合
憲
と

し
た
問
題
で
あ
り
、
先
例
拘
束
に
従
う
の
が
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
点
を
実
質
的
に
考
え
て
も
、
立
法
機
関
が
、
宣
告
機
関
の
裁

量
を
奪
う
た
め
に
死
刑
を
絶
対
的
法
定
刑
と
し
て
定
め
る
な
ら
、
死
刑
を
逃

れ
る
道
は
無
罪
評
決
以
外
に
は
存
在
し
な
く
な
る
。
こ
れ
は
刑
事
裁
判
の
歴

史
が
陪
審
に
対
す
る
信
頼
を
基
礎
と
し
て
き
た
こ
と
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

刷
、
死
刑
の
適
用
を
制
限
す
る
の
は
世
界
的
趨
勢
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
司
法

的
解
決
で
は
な
く
、
立
法
に
よ
る
変
化
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

死
刑
の
問
題
は
司
法
審
査
の
限
界
を
超
え
た
、
民
主
主
義
過
程
に
属
す
る

問
題
で
あ
る
。

〔
ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
判
事
の
反
対
意
見
〕

冨
円
。
由
巳
吾
曲
一
事
件
か
ら
わ
ず
か
一
年
し
か
経
て
お
ら
ず
、
こ
の
間
何
ら
か

の
重
大
な
変
化
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
も
何
も
提
示
さ
れ
て
い

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
は
、
従
前
の
判
例
の
流
れ
と
は
逆
の
立
場

を
と
っ
た
。

個
人
的
に
は
今
日
の
最
高
裁
の
判
決
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
歴

史
、
法
、
憲
法
に
て
ら
し
て
、
認
め
、
正
当
化
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
今
日

の
判
決
は
最
高
裁
の
勇
み
足
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
れ
を
い
だ
い
て
い
る
。

〔
パ
ウ
エ
ル
判
事
の
反
対
意
見
〕

第
八
修
正
に
立
法
過
程
、
歴
史
、
先
例
等
に
て
ら
し
て
み
て
も
、
死
刑
に

関
す
る
審
査
は
、
①
野
蛮
な
執
行
方
法
か
、
②
刑
罰
が
犯
罪
に
対
し
て
不
均

衡
か
、
と
い
う
審
査
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
裁
判
所
が
死
刑
の
全
廃
を
命
じ

た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
さ
ら
に
判
例
は
、
州
が
死
刑
を
科
す
権
限
を
有
す

る
と
い
う
こ
と
を
く
り
返
し
明
言
し
て
お
り
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
憲
法
の

こ
の
よ
う
な
解
釈
に
異
議
を
唱
え
た
判
事
は
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
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を
突
然
破
る
の
は
先
例
拘
束
の
原
理
に
反
す
る
。

他
方
、
被
告
人
は
以
下
の
よ
う
な
三
点
を
主
張
し
て
い
る
。

ハ
門
「
発
展
的
節
度
基
準
」
を
示
す
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
五
つ
の
客
観

的
指
標
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
て
ら
し
て
死
刑
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
、
あ
ら
ゆ

る
犯
罪
に
対
し
て
違
憲
で
あ
る
。
そ
の
五
指
標
と
は
、
①
世
界
的
趨
勢
が
死

刑
を
適
用
し
な
い
方
向
に
向
っ
て
い
る
こ
と
、
②
道
徳
的
に
死
刑
に
反
対
す

る
多
数
の
学
説
が
存
在
す
る
こ
と
、
③
こ
こ
四

0
年
間
、
特
に
一

0
年
間
の

執
行
数
の
減
少
、
④
死
刑
判
決
数
の
減
少
、
⑤
死
刑
に
対
す
る
世
論
の
嫌
悪
、

で
あ
る
。

同
死
刑
は
め
っ
た
に
科
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
し
か
も
怒
意
的
・
差
別

的
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。

国
死
刑
を
正
当
化
す
る
刑
罰
目
的
が
何
ら
存
在
し
な
い
。

こ
の
よ
う
に
被
告
人
は
主
張
す
る
が
、
し
か
し
、
ま
ず
付
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
判
断
す
る
の
は
、
第
一
次
的
に
は
国
民
の
代
表
た
る
立
法
府
で
あ
る
。

ま
た
口
に
つ
い
て
は
、
人
種
的
差
別
は
以
前
よ
り
ず
っ
と
減
少
し
た
。
陪
審

が
少
数
者
グ
ル
ー
プ
を
代
表
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
過
去
の
こ
と
で
あ

る
。
す
べ
て
の
市
民
に
対
す
る
公
平
な
審
理
の
確
保
は
、
現
代
で
は
確
固
と

し
て
い
る
。
最
後
に
同
に
つ
い
て
は
、
伝
統
的
な
刑
罰
目
的
が
死
刑
を
正
当

化
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
前
に
以
下
の
二
点
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

Bν 

①
憲
法
の
文
言
、
歴
史
、
先
例
に
て
ら
し
て
、
最
高
裁
が
、
よ
り
制
限
的

で
な
い
刑
罰
に
よ
っ
て
も
刑
罰
目
的
を
満
た
し
う
る
と
い
う
理
由
で
二
疋
の

刑
罰
を
無
効
と
す
る
考
え
方
に
は
、
賛
成
で
き
な
い
。

②
こ
の
問
題
を
審
査
す
る
場
合
に
は
、
立
法
府
の
判
断
を
攻
撃
す
る
側
が

資

重
い
立
証
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
応
報
と
威
嚇
の
二
つ
の
刑
罰
目
的
を
認
め

た。
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〔レ

l
ン
キ
ス
ト
判
事
の
反
対
意
見
〕

憲
法
第
三
編
に
よ
り
、
憲
法
問
題
を
判
断
す
る
役
割
は
裁
判
所
に
与
え
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
立
法
府
の
判
断
に
対
し
て
、
深
い
謙
抑
と
真
の
敬

意
を
も
っ
て
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
の
死
刑
を
無
効
と
し
た

判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
配
慮
が
著
し
く
欠
け
て
い
た
。
死
刑
を
違
憲
と
す
る

よ
う
な
決
定
は
、
裁
判
所
の
な
す
べ
き
こ
と
で
は
な
く
て
、
国
民
の
意
思
が

決
め
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、
九
人
の
判
事
の
意
見
を
紹
介
し
た
が
、
こ
こ
で
以
下
の
二
点

を
指
摘
し
て
第
一
節
の
結
び
と
す
る
。

第
一
に
、
こ
の
九
判
事
の
意
見
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
、
と
い

う
点
が
問
題
で
あ
る
。
反
対
意
見
は
多
少
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
概

ね
先
例
拘
束
の
原
理
、
立
法
府
に
対
す
る
裁
判
所
の
役
割
等
を
よ
り
ど

こ
ろ
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
違
憲
を
い
う
五
人
の

判
事
の
論
拠
は
ま
ち
ま
ち
だ
が
、
大
き
く
わ
け
で
以
下
の
二
つ
の
グ
ル

ー
プ
に
分
類
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
①
死
刑
そ
の
も
の
を
違
憲
と
す
る

も
の
(
プ
レ
ナ
ン
、
マ
ー
シ
ャ
ル
両
判
事
)
と
②
死
刑
そ
の
も
の
の
違

憲
性
に
ふ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
窓
意
的
適
用
を
違
憲
と
す
る
も
の
(
ス
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チ
ュ
ワ

I
ト
、
ホ
ワ
イ
ト
、
ダ
グ
ラ
ス
)
の
三
判
事
)
で
あ
る
。
筆
者
も
、

本
判
決
に
お
け
る
バ

l
ガ
1

長
官
の
反
対
意
見
や
の

5
m
m
判
決
に
お
け

る
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
の
意
見
に
な
ら
っ
て
、
こ
の
分
類
に
従
っ
て
次

節
以
下
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第
二
に
、
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
判
事
は
前
年
の
冨
円
。

E
P白
判
決
か
ら
判

断
を
変
え
た
こ
と
を
認
め
て
冨
円
(
山
田
三
宮
事
件
は
第
一
四
修
正
の
問
題

で
あ
り
、
本
件
は
第
八
修
正
の
問
題
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
が
、
こ
の

よ
う
に
両
事
件
に
お
い
て
違
憲
判
断
の
テ
ス
ト
が
異
な
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
か
。
パ

1
ガ

l
長
官
は
両
者
を
区
別
す
る
の
は
「
不
誠
実
(
丘
町

Emφ

コ

E
己
目
ご
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
(
的
。
学
説
も
死
刑
事
件
に
お
け
る
第

八
修
正
と
第
一
四
修
正
の
テ
ス
ト
は
同
一
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
点
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
次
節
で
死
刑
そ
の
も
の
の
合
憲
性

を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

(6)

裁
判
官
の
刑
宣
告
裁
量
の
合
憲
性
に
つ
い
て
は
匂
ミ
巧
三
宮
ヨ
町
六

2
2司
J

ヘC
「

r
.
ω
ω
叶

C
.
∞.
N
A
H
(
S
A
D
)

(7)

宮
円
。
白
ロ
与
問
ぐ
の
白
一
一
『
。
「
コ
戸
ち
N
C
ω
-
H
8
2
S
H
)

本
件
は

わ

g
g
z
oロ
〈
。
Y
5
と
の
併
合
判
決
で
あ
る
。

(8)

冨
円
。
印
ロ
吾
郎
は
共
犯
者
と
と
も
に
二
件
の
武
装
強
盗
{
出
『
ヨ
邑

gσa

zミ
)
を
犯
し
、
二
件
目
の
商
庖
で
庖
主
を
殺
害
し
た
。
有
罪
決
定
陪
審

は
二
訴
因
の
武
装
強
盗
と
一
一
訴
因
の
第
一
級
謀
殺
罪
有
罪
を
認
定
し
た
。

刑
宣
告
陪
審
は
冨
円
。
担
三
宮
出
に
対
し
て
四
つ
の
重
罪
の
前
科
(
重
罪
窃
盗

(
宣
言
5
5
吾
氏
片
)
、
強
盗
(
吋
Cσ
ぴ
巾
『
可
)
、
悪
意
な
き
謀
殺

(
B
Z
E
R

5
吾
C三
ヨ
出
口
円
巾
)
、
暴
行
に
よ
る
強
盗
(
『
Cσσ
巾
ミ

σ可
S
S
E
-岬
)
)
を

認
定
し
た
。
さ
ら
に
幼
年
時
代
の
事
情
等
を
調
べ
た
う
え
で
、
宮
内
の
白
三
百

に
は
死
刑
、
共
犯
者
に
は
終
身
懲
役
刑
を
宣
告
し
た
。

他
方
、

h
g
g
u
gロ
は
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
お
よ
び
麻
薬
中
毒
の
治
療
の
た

め
精
神
病
院
に
収
容
さ
れ
て
い
た
が
、
退
院
を
許
可
さ
れ
る
と
た
だ
ち
に

妻
を
殺
害
し
た
も
の
で
あ
る
。
オ
ハ
イ
オ
州
の
単
一
手
続
(
有
罪
決
定
陪

審
と
刑
宣
告
陪
審
が
分
離
し
て
い
な
い
手
続
)
に
も
と
づ
い
て
有
罪
・
死

刑
を
宣
告
さ
れ
た
。

(
9
)
p
g
M
C円
。
コ
事
件
で
は
前
掲
・
注

(
8
〕
で
み
た
オ
ハ
イ
オ
州
の
単
一

手
続
に
よ
る
刑
宣
告
が
デ
ュ
1

・
プ
ロ
セ
ス
に
違
反
し
な
い
か
が
争
わ
れ

た
が
、
斥
け
ら
れ
た
(
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
第
三
章
参
照
)
。

(
M
W
)

五
人
の
判
事
を
代
表
し
て
ハ

i
ラ
ン
判
事
が
法
廷
意
見
を
書
い
た
。

ブ
ラ
ッ
ク
判
事
は
概
ね
法
廷
意
見
に
同
調
し
つ
つ
、
い
わ
ゆ
る
立
法
者
意

思
の
解
釈
に
よ
っ
て
第
八
修
正
は
死
刑
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と

の
同
意
意
見
を
書
い
た
。

プ
レ
ナ
ン
判
事
は
死
刑
そ
の
も
の
が
違
憲
で
あ
り
、
ま
た
基
準
の
な
い

宣
告
機
関
の
裁
量
も
違
憲
で
あ
る
と
の
反
対
意
見
を
書
い
た
(
ダ
グ
ラ
ス
、

マ
ー
シ
ャ
ル
両
判
事
が
同
調
)
。
こ
の
反
対
意
見
は

2
3
5判
決
に
お
け

る
同
判
事
の
意
見
と
ほ
ぼ
同
じ
な
の
で
甲
」
こ
で
は
割
愛
す
る
。

(
日
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
第
二
節
参
照
。

(ロ)品。
N
C
・
ω
・え

N()吋・

~ti:去36 (4・169)1407



料

(
日
)
市
，

R
B
E
判
決
に
お
い
て
前
年
の
冨
円
。
主
任
問
一
判
決
を
事
実
上
く
つ

が
え
し
、
違
憲
判
断
に
ふ
み
き
ら
せ
た
背
景
と
し
て
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

の
死
刑
違
憲
判
決

F
c立
巾
〈
・
〉

E
q
g
p
品

8
-
Y
E
g
c
合
同
一
-

H
U吋
N
)
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
三
井
、
前
掲
八
五
真
。
同
判

決
に
つ
い
て
は
参
照
田
島
裕
「
キ
ャ
リ
ア
オ
ル
ニ
ア
州
最
高
裁
「
死
刑

は
違
憲
』
判
決
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五

O
四
号
二
九
七
二
)
八

三
頁
。な
お
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
同
判
決
に
よ
り
死
刑
は
廃
止
さ
れ
た

が
、
同
年
、
州
民
投
票
の
結
果
復
活
し
た
。

(
U
)

司
己
『
自
由
ロ
〈
の

g
G
F
ち∞

C
・
ω目
N
混
合
唱
吋
N
)
・
こ
の
判
決
は

』白円
}
G
O
D
〈
・
の
き
「
岡
戸
∞
『
白
ロ
円
『
〈
・
、
H

，
Z
白
凹
と
の
併
合
判
決
で
あ
る
o

m，R
B
E
は
夜
盗
中
に
被
害
者
を
射
殺
し
、
謀
殺
罪
有
罪
、
死
刑
を
宣
告
さ

れ
た
。

E
n
r
gコ
は
強
姦
罪
で
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
。
∞

S
R
Y
は
黒
人
で

あ
り
、
強
姦
罪
で
死
刑
を
宣
告
ち
れ
た
。

明，

R
ヨ
白
ロ
判
決
の
邦
語
に
よ
る
紹
介
と
し
て
は
三
井
、
前
掲
の
ほ
か
に
、

た
と
え
ば
参
照
生
田
典
久
「
米
国
連
邦
最
高
裁
の
死
刑
違
憲
判
決
」
ジ

ュ
リ
ス
ト
五
一
一
号
二
九
七
二
)
一
一
六
頁
、
鈴
木
義
男
「
ア
メ
リ
カ

法
律
家
協
会
の
模
範
刑
法
典
と
ニ
ュ

l
・
ヨ
ー
ク
州
の
新
刑
法
(
八
・
完
こ

法
曹
時
報
二
五
巻
一
二
号
二
九
七
三
)
二
ハ
頁
、
松
尾
浩
也
「
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る
死
刑
」
現
代
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
六
号
二
九
七
一
一
)
一
一
頁
。

(
日
)
違
憲
派
は
ダ
グ
ラ
ス
、
プ
レ
ナ
ン
、
ス
チ
ュ
ワ

l
ト
、
ホ
ワ
イ
ト
、

マ
ー
シ
ャ
ル
の
五
判
事
で
あ
り
、
対
し
て
合
憲
派
は
パ

l
ガ
l
長
官
、
ブ

ラ
ッ
ク
マ
ン
、
パ
ウ
エ
ル
、
レ
ー
ン
キ
ス
ト
の
四
判
事
で
あ
っ
た
。

(
凶
)
三
井
、
前
掲
八
六
頁
。

資

(
口
)
ダ
グ
ラ
ス
判
事
の
意
見
を
ど
う
解
す
る
か
、
に
つ
い
て
は
意
見
の
分

か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ダ
グ
ラ
ス
判
事
の
意
見
は
平
等
保
護
を
強
調
す

る
独
特
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
平
等
を
徹
底
す
れ
ば
死
刑
全
廃
に
結
び
つ

く
可
能
性
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
こ
う
考
え
さ
せ
る
背
景
に
は
同
判

事
は
一
年
前
の
宮
円
。
白

E
Z
判
決
で
死
刑
そ
の
も
の
の
違
憲
を
い
う
プ
レ

ナ
ン
判
事
の
反
対
意
見
に
同
調
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。

前
掲
・
注

(
U
)
に
挙
げ
た

2
5
2判
決
の
紹
介
の
う
ち
で
も
、
三

井
氏
は
ダ
グ
ラ
ス
意
見
を
マ
ー
シ
ャ
ル
ー
プ
レ
ナ
ン
・
グ
ル
ー
プ
お
よ
び

ス
チ
ユ
ワ

l
ト

l
ホ
ワ
イ
ト
・
グ
ル
ー
プ
と
区
別
し
て
第
三
の
グ
ル
ー
プ

と
し
て
分
類
し
て
い
る
し
、
生
田
氏
は
マ
ー
シ
ャ
ル
ー
プ
レ
ナ
ン
と
同
じ

く
死
刑
全
面
違
憲
論
に
分
類
し
て
い
る
。
参
照
生
田
典
久
「
米
国
死
刑

違
憲
判
決
に
お
け
る
ダ
グ
ラ
ス
判
事
の
賛
成
意
見
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
ス

ト
五
二

O
号
(
一
九
七
二
)
八
八
頁
。

(
叩
叩
)
学
説
も
こ
の
よ
う
に
分
類
す
る
も
の
の
方
が
多
い
。
九
判
定
w

内

-h-

。
〉
〈
問
。
匂
〉

Z
Z
R
F
』

E
R
E
F
河
町
〈
同
何
者
。
司
斗
回
開
。
開

h
E
Z
司
開

Z〉

北法36(4・170)1408

円↓
J

『
(
回
申
∞

M
)
・

(
山
口
)
さ
∞

C
・
ω
白
門

ω
H
O
P
E
-

こ
れ
に
対
し
て
同
じ
く
宮
円
。

2
5白
一
事
件
で
の
合
憲
判
断
か
ら
違
憲
判

断
に
転
じ
た
ホ
ワ
イ
ト
判
事
は
こ
の
点
に
つ
き
何
ら
の
言
及
も
な
い
。

(
初
)
ミ
・
尽
き
G

~

山
間
阻
む
除
。
巳

ω
包
ロ
・
広
三
宮
民
間
百
戸
ア

]
-
n
o口、

2
耳
目
口
問
)
・
パ
ウ
エ
ル
判
事
も
第
八
修
正
と
第
一
四
修
正
は
同
一
の
テ
ス
ト

で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
「
州
の
刑
事
政
策
は
第
八
修
正
に
よ
っ
て
は
・

テ
ス
ト
さ
れ
な
い
。
」
(
円
。
口
一
色
白
口
同
負
荷
戸
司
「
白
ロ
円
一
回
〈
・
河
巾
明
君
巾
ぴ
巾
『
い
N
坦

C
ω
・
血
ケ
ミ
O
(
匂吋白コ

r
pユR-
』・円。ロ

n
z
R山
口
問
)
)
と
す
る
フ
ラ
ン
ク
フ
ア



ー
タ

l
判
事
の
意
見
を
引
用
し
て
お
り
、
第
八
修
正
も
第
一
四
修
正
も
死

刑
事
件
に
は
適
用
は
さ
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(幻

)
F
E
z
-
n同
凶
器
H
V
S
2
8・
ス
チ
ユ
ワ

l
ト
判
事
も
第
八
修
正
と
第

一
四
修
正
を
別
異
に
す
る
考
え
に
は
固
執
し
て
お
り
ず
、
後
の
の
活
問
問
判

決
で
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
法
が
第
八
修
正
お
よ
び
第
一
四
修
正
に
違
反
し
な

い
か
を
審
査
し
て
い
る
。
お
∞
己
・

ω・
白
門
広
∞

アメリカ合衆国連邦最高裁判所判例における死刑の違憲審査基準(1)

未

。
冗
)

北法36(4・171)1409
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Judicial Review of the Death Penalty 

Yuichi ASARI* 

Introduction 

1)“Cruel and Unusual Punishments" Clause and Death Penalty 

一一一TheU. S. Supreme Court Holdings prior to Furman v. Georgia 

1 .“Cruel and Unusual Punishrnents" Clause and Methods of Executing 

Criminals 

(1) Analogy to Torture 

(2) Methods of Executing Criminals 

2 . Evolving Standards of Decency 

(1) Cases 

(2) Analysis 

3 . Prohibition of the Excessive Punishments 

(1) Cases 

(2) Analysis 

4 . Procedural Fairness 

II) Furman case and Gregg case 

--Problems of Constitutionality of the Death Penalty per se 

1 . Furman v. Georgia (to be continued) 

The subject of this Note is to examine problems of constitutionality of 

death penalty. In Furman v. Georgia (1972)， the U. S. Supreme Court held that 

the death sentence is unconstitutional according to the Eighth Amendment 

which prohibits cruel and unusual punishments. 

Chapter 1 of the N ote wiIl examine the Supreme Court holdings prior to 

Furman. In view of the holdings， the death sentence wilI be unconstitutinal 

I according to the Eighth and Fourteenth Arnendments; 

(1) if methods of executing criminals are cruel and unusual like a torture; 

(2) if a punishment violates the evolving standards of decency that mark the 

progress of a maturing society ; 

(3) if a punishment is disproportionate to a given crime ; 

(4) if the procedural protections are insufficient in sentencing the death penalty. 

Chapter II wiIl show the Furman case， which held the death sent巴nceto b巴

* L. L. D. Candidate， University of Hokkaido. 
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unconstitutional. and examine the substantive problems of the death penalty. 

In Furrnan， there was no majority. Four Justices held that death penaJty is 

constitutional. Two Justices held that death penalty is unconstitutional per se. 

Three ]ustices held the death sentence to be unconstitutional because of the 

arbitrary or capricious manner in which it was passed. 

Since there was no majority of the Supreme Court on the ultimate issue 

whether the death penalty is constitutional per se or not， the future of capital 

punishment in the United States has been !eft in an uncertain !imbo. 
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